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1
　
は
じ
め
に

地方「行革」と地方自治

　
ω
　
第
二
次
臨
調
型
「
行
政
改
革
」
の
基
本
的
性
格

　
第
二
次
臨
調
型
「
行
政
改
革
」
は
、
市
民
的
価
値
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
「
国
民
経
済
の
維
持
」
と
い
う
新
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ギ
ー
に
よ
っ
て
と
り
つ
け
ら
れ
た
国
民
の
同
意
の
下
で
、
支
配
層
の
生
き
残
り
戦
略
を
、
国
家
の
戦
略
と
し
て
公
式
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
一
九
七
三
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
経
済
危
機
下
に
あ
っ
た
企
業
に
対
す
る
政
府
の
手
厚
い
保
護
・
助
成
政
策
の
結

果
生
み
出
さ
れ
た
「
財
政
危
機
」
か
ら
の
「
財
政
再
建
」
を
突
破
口
に
、
国
内
政
策
と
し
て
の
日
本
型
福
祉
社
会
構
想
と
、
主
と
し
て
対
外
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

策
で
あ
る
総
合
安
全
保
障
戦
略
に
も
と
づ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
危
機
管
理
と
し
て
の
八
○
年
代
の
国
家
的
戦
略
で
あ
る
。

　
第
二
次
臨
調
型
「
行
政
改
革
」
が
前
述
の
本
質
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
第
一
に
、
「
行
政
改
革
」
の
前
提
ま
た
は
条
件
と
し
て
の
「
行
革
」

過
程
は
、
臨
調
自
体
の
構
成
と
運
営
に
お
け
る
非
民
主
性
と
不
公
正
性
お
よ
び
内
容
に
お
け
る
非
科
学
性
と
欺
隔
性
を
特
徴
と
せ
ざ
る
を
え
な

（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
。
第
二
に
、
こ
の
過
程
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
「
行
政
改
革
」
の
内
容
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
基
本
答
申
（
八
二
年
七
月

三
〇
日
）
は
、
前
述
の
支
配
層
の
戦
略
を
基
準
に
し
て
、
重
要
行
政
施
策
を
つ
ぎ
の
三
つ
に
類
型
的
に
分
類
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
農
業
、
社

会
保
障
、
文
教
と
い
う
国
民
生
活
関
連
行
政
領
域
の
よ
う
に
、
自
治
体
の
処
理
す
る
事
務
の
大
部
分
で
あ
り
、
主
と
し
て
行
政
の
果
た
す
べ
き

141



説論

役
割
・
責
任
領
域
の
見
直
し
が
必
要
な
も
の
、
②
外
交
、
経
済
協
力
、
防
衛
と
い
う
国
際
的
経
済
協
力
の
条
件
整
備
と
反
憲
法
的
軍
事
行
政
の

よ
う
に
、
本
来
的
に
行
政
の
責
任
領
域
に
属
す
る
も
の
、
お
よ
び
③
国
土
、
住
宅
、
土
地
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
科
学
技
術
の
よ
う
に
、
民
間
活
力

の
増
大
の
た
め
に
行
政
の
責
任
領
域
の
見
直
し
と
制
度
・
運
用
の
改
善
と
い
う
両
方
の
視
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
重
要

行
政
施
策
に
つ
い
て
の
第
二
次
臨
調
の
価
値
序
列
は
、
国
民
生
活
関
連
領
域
・
自
治
体
の
事
務
領
域
に
お
い
て
は
、
社
会
的
効
率
性
と
し
て
の

行
政
の
効
率
性
を
、
た
ん
な
る
経
済
的
効
率
性
と
ほ
と
ん
ど
同
一
視
し
、
他
方
、
防
衛
・
経
済
協
力
な
ど
の
総
合
安
保
体
制
の
よ
り
効
果
的
な

推
進
を
求
め
る
行
政
領
域
に
お
い
て
は
、
憲
法
を
基
準
と
す
る
行
政
の
市
民
的
・
生
存
権
的
公
共
性
を
軽
視
し
、
行
政
の
国
家
的
・
特
権
的
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

共
性
の
一
面
的
独
断
的
主
張
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
次
臨
調
の
特
殊
な
価
値
序
列
論
は
、
現
行
憲
法
の
採
用
す
る
国
民
主
権
原
理
、
平
和
主
義

（
原
理
）
、
基
本
的
人
権
尊
重
主
義
、
議
会
制
民
主
主
義
、
地
方
自
治
の
保
障
な
ど
の
憲
法
上
の
諸
原
理
を
な
し
く
ず
し
的
に
空
洞
化
し
、
憲
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
形
骸
化
を
通
じ
て
、
憲
法
改
正
へ
の
地
な
ら
し
を
行
な
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
第
二
次
臨
調
型
「
行
政
改
革
」
は
、
そ
の
手
法
に

お
い
て
も
、
自
由
権
に
対
し
て
は
権
力
的
統
制
を
、
社
会
権
に
対
し
て
は
新
自
由
主
義
的
な
公
的
統
制
の
緩
和
を
採
用
し
、
憲
法
の
空
洞
化
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
第
二
次
臨
調
型
「
行
政
改
革
」
は
、
「
国
民
が
『
憲
法
共
同
体
』
の
再
建
に
む
か
う
コ
ー
ス
を
『
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

革
』
で
遮
断
し
な
が
ら
、
『
企
業
と
個
人
の
相
互
依
存
関
係
』
を
新
し
く
再
構
築
す
る
こ
と
」
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ω
第
二
次
臨
調
答
申
・
行
革
審
答
申
と
地
方
自
治

　
第
二
次
臨
調
型
「
行
政
改
革
」
に
お
け
る
地
方
自
治
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
基
本
を
も
っ
と
も
詳
細
に
展
開
し
て
い
る
の
は
、
前
述
の
基
本

答
申
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
行
政
事
務
、
権
限
の
配
分
に
見
合
っ
た
地
方
公
共
団
体
の
自
主
財
源
の
適
正
な
確
保
を
保
障
す
る
こ
と
な

く
、
前
述
の
重
要
行
政
施
策
に
つ
い
て
の
第
二
次
臨
調
の
特
殊
な
価
値
序
列
を
前
提
に
、
「
全
国
的
に
統
一
性
、
公
平
性
を
も
っ
て
提
供
さ
れ

る
」
「
標
準
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
」
の
レ
ベ
ル
に
つ
き
、
そ
の
決
定
過
程
へ
の
地
域
住
民
の
参
加
、
お
よ
び
地
域
住
民
の
意
思
が
反
映
さ
れ
、

地
方
自
治
が
実
現
さ
れ
や
す
い
地
方
公
共
団
体
の
参
加
を
保
障
す
る
こ
と
な
く
、
国
の
一
方
的
な
政
策
的
決
定
を
画
一
的
に
地
方
公
共
団
体
に

押
し
つ
け
、
そ
れ
を
越
え
る
行
政
施
策
・
サ
ー
ビ
ス
は
、
地
域
住
民
の
「
選
択
と
負
担
」
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
が
、
要
求
さ
れ
て
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地方「行革」と地方自治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

お
り
、
地
方
自
治
を
中
央
集
権
的
に
抑
制
統
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
「
ポ
ス
ト
臨
調
」
の
行
政
改
革
推
進
体
制
の
整
備
の
一
環
と
し
て
、
臨
調
の
「
行
っ
た
行
政
改
革
に
関
す
る
答
申
を
受
け
て
講
ぜ
ら

れ
る
行
政
制
度
及
び
行
政
運
営
の
改
善
に
関
す
る
施
策
に
係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
」
す
る
こ
と
を
設
置
法
二
条
に
よ
っ
て
任
務
と

さ
れ
る
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
（
旧
行
革
審
）
は
、
八
四
年
七
月
二
五
日
付
の
「
当
面
の
行
政
改
革
推
進
方
策
に
関
す
る
意
見
　
　
国
の

行
財
政
と
地
方
行
革
の
推
進
　
　
」
（
以
下
、
旧
行
革
審
「
意
見
」
と
略
す
。
）
に
お
い
て
、
前
述
の
地
方
自
治
に
つ
い
て
の
基
本
答
申
の
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

的
考
え
方
に
も
と
づ
き
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
一
歩
踏
み
込
ん
だ
具
体
的
な
地
方
「
行
革
」
の
推
進
方
策
の
提
言
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
「
第
一
　
総
論
」
の
「
2
　
地
方
行
革
の
推
進
」
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
地
方
「
行
革
」
必
要
論
を
主
張
す
る
。
地
方
公
共
団
体
の
占
め

る
地
位
・
役
割
は
非
常
に
大
き
く
、
実
質
的
な
歳
出
規
模
に
お
い
て
は
国
の
約
二
倍
、
公
務
員
数
に
お
い
て
も
国
の
約
三
倍
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
「
機
能
的
に
も
国
と
地
方
が
車
の
両
輪
の
如
く
密
接
な
関
係
」
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
地
方
行
革
が
大
き
く
進
展
し
て
は
じ
め
て
、
国
全

体
の
行
政
改
革
は
そ
の
成
果
が
あ
が
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
が
「
地
方
行
革
を
国
全
体
の
課
題
と
し
て
と
ら
え
積
極
的
に
推
進
し
な
け
れ

ば
な
ら
」
ず
、
地
方
公
共
団
体
も
自
ら
行
政
改
革
の
推
進
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
ろ
う
、
と
。
こ
の
地
方
「
行
革
」
の
具
体
的
措
置
に
つ
き
、

旧
行
革
審
は
、
第
こ
次
臨
調
に
お
け
る
機
関
委
任
事
務
の
総
括
的
見
直
し
等
の
国
と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
の
改
革
論
を
ふ
み
こ
え
て
、
「
第

三
　
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改
革
の
推
進
方
策
」
に
お
い
て
、
具
体
的
な
提
言
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
①
「
定
員
の
合
理

化
・
適
正
化
」
、
②
「
給
与
等
の
適
正
化
」
、
③
「
民
問
委
託
等
事
務
事
業
運
営
の
合
理
化
・
効
率
化
」
、
④
「
会
館
等
公
共
施
設
の
設
置
及
び

管
理
運
営
の
合
理
化
」
、
⑤
「
地
方
議
会
の
合
理
化
」
お
よ
び
⑥
「
行
政
改
革
推
進
体
制
の
整
備
」
の
六
項
目
で
あ
る
。

　
地
方
「
行
革
」
の
検
討
を
す
る
場
合
、
地
方
行
革
大
綱
に
も
と
づ
く
地
方
「
行
革
」
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

自
治
省
行
政
局
行
政
課
『
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改
革
の
実
施
状
況
』
（
八
六
年
一
二
月
）
「
第
一
　
都
道
府
県
に
お
け
る
行
政
改
革
の

概
要
」
「
4
　
臨
調
答
申
等
及
び
そ
れ
に
対
す
る
政
府
の
対
応
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
、
組
織
、
運
営
等
に
及
ぼ
し
た
影
響
」
に
よ

る
と
、
以
下
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
第
一
に
、
国
の
財
政
再
建
の
た
め
に
国
庫
補
助
金
等
の
一
律
削
減
、
公
共
事
業
、
社
会
保
障
費
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説論

等
の
地
方
へ
の
財
政
負
担
の
転
嫁
が
行
わ
れ
、
地
方
財
政
を
更
に
圧
迫
し
地
方
公
共
団
体
の
円
滑
か
つ
健
全
な
財
政
運
営
を
阻
害
し
て
い
る
」
。

「
第
二
に
、
『
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
係
る
国
の
関
与
等
の
整
理
、
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
』
等
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
の

関
与
、
必
置
規
制
の
整
理
合
理
化
が
実
施
さ
れ
、
ま
た
機
関
委
任
事
務
の
整
理
合
理
化
に
関
す
る
答
申
も
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

は
、
既
に
形
骸
化
し
て
い
る
も
の
や
軽
微
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
都
道
府
県
の
組
織
・
機
構
、
事
務
事
業
の
簡
素
合
理
化
等
が
特

に
促
進
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
至
っ
て
い
な
い
」
。
「
こ
の
ほ
か
に
は
、
権
限
移
譲
に
当
た
っ
て
は
、
事
務
の
処
理
に
必
要
な
財
源
措
置
を
講
ず
る

こ
と
、
児
童
扶
養
手
当
法
の
改
正
に
よ
る
財
政
負
担
と
と
も
に
県
の
事
務
が
増
大
し
て
職
員
定
数
増
を
き
た
し
た
こ
と
、
地
方
事
務
官
制
度
の

廃
止
が
行
わ
れ
な
い
の
で
機
構
改
革
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
等
」
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
に
お
け
る
「
行
政
改
革
」
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

に
は
、
国
に
お
け
る
「
行
政
改
革
」
も
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
当
面
「
地
方
行
革
大
綱
」
に
も
と
づ
く
地

方
「
行
革
」
に
対
象
を
限
定
し
て
、
以
下
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

注（
1
）
渡
辺
治
『
現
代
日
本
の
支
配
構
造
分
析
』
〔
花
伝
社
、
一
九
八
八
年
〕
一
九
一
頁
以
下
参
照
。

（
2
）
二
宮
厚
美
『
日
本
経
済
と
危
機
管
理
論
』
〔
新
日
本
出
版
社
、
一
九
八
二
年
〕
一
四
九
頁
以
下
参
照
。

（
3
）
室
井
力
「
臨
調
行
革
と
公
法
学
」
（
同
『
行
政
の
民
主
的
統
制
と
行
政
法
』
〔
日
本
評
論
社
、
一
九
八
九
年
〕
所
収
）
＝
二
〇
頁
以
下
参
照
。

（
4
）
「
行
政
改
革
」
の
内
容
は
、
す
で
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
室
井
前
掲
書
お
よ
び
同
『
行
政
改
革
の
法
理
』
〔
学

　
陽
書
房
、
一
九
八
三
年
〕
な
ど
参
照
。

（
5
）
室
井
「
行
政
の
公
共
性
と
効
率
性
」
（
前
掲
書
（
注
（
3
）
）
所
収
）
二
三
四
頁
以
下
お
よ
び
同
「
政
治
・
行
政
の
公
共
性
と
『
政
治
改
革
』
」
（
科
学
と

　
思
想
七
五
号
）
一
一
〇
頁
以
下
参
照
。

（
6
）
室
井
前
掲
論
文
（
注
（
3
）
）
一
四
五
頁
参
照
。

（
7
）
二
宮
「
政
府
・
独
占
が
描
く
2
1
世
紀
戦
略
」
（
労
働
運
動
二
九
一
号
）
五
九
頁
～
六
〇
頁
参
照
。

（
8
）
二
宮
前
掲
書
（
注
（
2
）
）
二
八
頁
。

（
9
）
室
井
前
掲
論
文
（
注
（
3
）
）
一
三
九
頁
以
下
参
照
。
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（
1
0
）
室
井
・
原
野
麹
編
『
現
代
地
方
自
治
入
門
』
〔
法
律
文
化
社
、
一
九
八
八
年
〕
＝
二
〇
頁
以
下
（
間
田
穆
執
筆
）
、
原
野
「
『
行
革
審
』
に
お
け
る
『
地

　
方
行
革
』
論
」
（
月
刊
自
治
研
三
〇
一
号
）
一
七
頁
以
下
お
よ
び
室
井
「
臨
調
型
行
革
と
地
方
自
治
」
（
同
前
掲
書
（
注
（
3
）
）
所
収
）
一
六
三
頁
以
下
参

　
照
。

（
n
）
渡
名
喜
庸
安
「
地
方
自
治
と
行
革
」
（
法
と
民
主
主
義
二
一
五
号
）
四
頁
以
下
参
照
。

1
　
自
治
省
通
達
「
地
方
行
革
大
綱
」
の
問
題
点

地方「行革」と地方自治

　
政
府
は
、
前
述
の
第
二
次
臨
調
答
申
お
よ
び
旧
行
革
審
答
申
な
ら
び
に
八
四
年
一
二
月
の
第
二
〇
次
地
方
制
度
調
査
会
の
「
地
方
行
財
政
に

関
す
る
当
面
の
措
置
に
つ
い
て
の
答
申
」
に
お
け
る
「
今
後
の
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改
革
の
指
針
と
な
る
べ
き
『
地
方
行
革
大
綱
』

を
策
定
し
、
そ
の
一
層
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
」
と
の
提
言
に
も
と
づ
き
、
八
四
年
一
二
月
二
九
日
、
「
行
政
改
革
の
推
進
に
関

す
る
当
面
の
実
施
方
針
に
つ
い
て
」
の
閣
議
決
定
の
な
か
で
、
昭
和
六
〇
年
度
に
お
い
て
講
ず
べ
き
措
置
と
し
て
、
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け

る
今
後
の
行
政
改
革
の
指
針
と
な
る
べ
き
『
地
方
行
革
大
綱
』
を
策
定
し
」
、
地
方
行
政
の
減
量
化
、
効
率
化
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
を

求
め
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
即
座
に
、
自
治
省
は
八
五
年
一
月
二
二
日
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改
革
推
進
の
方
針
（
地
方
行
革
大

綱
）
の
策
定
に
つ
い
て
」
と
い
う
通
知
を
出
し
た
（
自
治
行
第
二
号
、
昭
六
〇
・
一
・
二
二
各
都
道
府
県
知
事
宛
、
自
治
事
務
次
官
）
。
こ
の

通
知
の
示
す
方
針
（
地
方
行
革
大
綱
）
は
、
前
述
の
旧
行
革
審
の
意
見
を
さ
ら
に
具
体
的
か
つ
詳
細
に
し
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
行
政
改
革
」
が
、
「
地
方
行
革
大
綱
に
沿
っ
て
」
推
進
さ
れ
る
こ
と
を
「
要
請
」
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
こ
の
自
治
省
通
達
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
地
方
自
治
法
二
四
五
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
自
治
大
臣
は
「
普
通

地
方
公
共
団
体
の
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
に
資
す
る
た
め
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
適
切
と
認
め
る
技
術
的
な
助
言
又
は
勧
告
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
件
通
達
は
、
「
要
請
」
が
「
助
言
又
は
勧
告
」
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
な
ら
、
自

治
大
臣
の
助
言
ま
た
は
勧
告
と
し
て
、
形
式
的
に
は
法
的
根
拠
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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論説

　
し
か
し
問
題
は
、
こ
の
通
達
が
地
方
自
治
法
二
四
五
条
一
項
の
限
界
を
こ
え
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、

通
達
の
内
容
を
、
自
治
省
行
政
局
行
政
課
が
作
成
し
た
（
昭
和
六
〇
年
二
月
四
日
）
想
定
質
間
に
あ
ら
わ
れ
た
自
治
省
の
意
見
に
即
し
て
、
検

討
す
る
こ
と
に
す
る
。
「
第
一
　
地
方
行
革
の
推
進
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
、
①
民
間
有
識
者
等
か
ら
な
る
委
員
会
が
原
則
的

に
必
置
で
あ
る
こ
と
、
②
行
革
推
進
本
部
は
必
置
機
関
と
し
、
本
部
長
は
地
方
公
共
団
体
の
長
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
③
本
部
の
名
称

に
「
行
政
改
革
推
進
本
部
」
と
入
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
「
第
二
　
地
方
行
革
の
重
点
事
項
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
1
　
事
務
事
業
の

見
直
し
」
、
「
2
　
組
織
・
機
構
の
簡
素
合
理
化
」
、
「
3
　
給
与
の
適
正
化
」
、
「
4
　
定
員
管
理
の
適
正
化
」
、
「
5
　
民
間
委
託
化
、
O
A
等
事

務
改
革
の
推
進
」
、
「
6
　
会
館
等
公
共
施
設
の
設
置
及
び
管
理
運
営
の
合
理
化
」
お
よ
び
「
7
　
地
方
議
会
の
合
理
化
」
の
七
項
目
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
項
目
に
は
、
後
に
詳
し
く
み
る
よ
う
に
、
給
与
の
適
正
化
等
現
行
法
上
の
根
拠
を
欠
き
、
法
的
に
も
疑
問
の
多
い
も
の

が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
内
容
の
通
達
が
、
は
た
し
て
地
方
自
治
法
の
「
技
術
的
な
助
言
又
は
勧
告
」
に
あ
た
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
元
自
治
省
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
V

務
次
官
の
長
野
士
郎
著
『
遂
条
地
方
自
治
法
』
に
よ
れ
ば
、
「
技
術
的
」
の
意
味
は
「
主
観
的
な
判
断
又
は
意
思
等
を
含
ま
な
い
意
で
あ
る
」

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
に
従
え
ば
、
自
治
省
の
通
達
は
、
地
方
自
治
法
の
予
定
す
る
「
技
術
的
な
助
言
又
は
勧
告
」
の
範
囲
を
大
き

く
楡
越
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
通
達
は
、
憲
法
九
二
条
が
定
め
て
い
る
よ
う
に
、
「
地
方
公
共
団
体
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

項
」
に
つ
い
て
の
法
律
に
よ
っ
て
、
定
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

一146一

注（
1
）
室
井
力
・
原
野
翅
編
『
現
代
地
方
自
治
法
入
門
』
〔
法
律
文
化
社
、
一
九
八
八
年
〕
一
三
六
頁
（
間
田
穆
執
筆
）
参
照
。

（
2
）
長
野
士
郎
『
遂
条
地
方
自
治
法
（
第
一
〇
次
改
訂
新
版
）
』
〔
学
陽
書
房
、
一
九
八
三
年
〕
八
八
九
頁
。

（
3
）
室
井
力
「
臨
調
型
地
方
行
革
の
展
開
と
地
方
自
治
の
課
題
」
（
同
『
行
政
の
民
主
的
統
制
と
行
政
法
』
〔
日
本
評
論
社
、
一
九
八
九
年
〕

　
頁
以
下
参
照
。

所
収
）
一
七
五



皿
　
地
方
「
行
革
」
の
推
進
体
制
の
整
備
状
況

地方「行革」と地方自治

　
推
進
体
制
の
う
ち
、
ま
ず
、
行
革
大
綱
が
「
地
方
行
革
を
住
民
の
理
解
と
協
力
の
下
に
推
進
す
る
た
め
」
画
一
的
に
設
置
を
要
請
し
て
い
る

推
進
本
部
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
そ
れ
の
必
置
や
本
部
長
の
首
長
兼
任
を
、
具
体
的
な
理
由
を
示
す
こ
と
な
く
、
自
治
省
が
一
律
的
に
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

公
共
団
体
に
要
請
し
て
い
る
こ
と
が
、
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
推
進
委
員
会
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
自
治
省
通
知
に
よ
れ
ば
、
委
員
会
は
「
地
方
行
革
を
住
民
の
理
解
と
協
力
の

下
に
推
進
す
る
た
め
、
各
地
方
公
共
団
体
は
、
極
力
民
問
有
識
者
等
か
ら
な
る
委
員
会
を
設
置
し
、
又
は
充
実
強
化
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
自
治
省
が
建
前
と
し
て
述
べ
る
住
民
参
加
に
よ
る
慎
重
か
つ
民
主
的
で
自
由
な
調
査
審
議
は
、
他
方
で
同
じ
自
治
省
に
よ
っ
て
、
委
員
会

の
諮
問
内
容
で
あ
る
行
革
大
綱
の
中
身
が
す
で
に
モ
デ
ル
案
と
し
て
示
さ
れ
、
行
革
大
綱
を
八
月
末
ま
で
の
半
年
間
に
策
定
す
る
、
と
い
う
き

わ
め
て
短
期
聞
の
諮
問
期
間
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
状
況
下
で
は
、
も
と
も
と
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
地
方

議
会
、
住
民
、
職
員
団
体
が
地
方
行
革
推
進
の
障
害
者
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
民
問
有
識
者
と
は
い
っ
た
い
何
人
な
の
で
あ
ろ
う

（
2
）か

。
そ
れ
故
委
員
会
で
の
調
査
審
議
と
そ
の
諮
間
は
、
自
治
省
の
要
請
お
よ
び
そ
の
要
請
に
応
え
る
推
進
本
部
案
を
承
認
す
る
と
い
う
形
で
行

な
わ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
住
民
参
加
」
に
よ
っ
て
「
民

主
的
」
に
行
革
大
綱
が
策
定
さ
れ
る
、
と
い
う
形
式
的
な
民
主
的
手
続
の
偽
装
を
通
じ
て
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
住
民
自
治
、
議
会
制
民

主
主
義
、
行
革
大
綱
の
項
目
に
よ
っ
て
は
労
使
自
治
の
原
則
も
、
自
治
省
の
要
請
お
よ
び
そ
れ
に
応
え
る
地
方
公
共
団
体
の
首
長
の
意
思
に

よ
っ
て
形
骸
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
全
国
の
自
治
体
の
状
況
に
つ
い
て
、
自
治
省
行
政
局
行
政
課
『
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改
革
の
実
施
状
況
』
（
八
六
年
一
二
月
）
に

よ
る
と
、
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
、
「
民
間
有
識
者
等
か
ら
な
る
委
員
会
等
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
都
道
府
県
に
お
い
て
設
置
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
う
ち
」
「
既
に
あ
っ
た
委
員
会
等
を
解
散
し
て
新
た
に
設
置
し
た
も
の
を
含
め
昭
和
六
〇
年
一
月
二
二
日
以
降
に
設
置
し
た
も
の
が
二
八
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説論

県
と
な
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
団
体
に
お
い
て
民
間
有
識
者
等
を
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
い
る
。
」
「
ま
た
、
行
政
改
革
推
進
本
部
に
つ
い
て
は
、

す
べ
て
の
都
道
府
県
に
お
い
て
設
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
」
「
既
に
あ
っ
た
行
政
改
革
の
推
進
体
制
を
解
散
し
て
新
た
に
設
置
し
た
も
の

を
含
め
昭
和
六
〇
年
一
月
二
二
日
以
降
に
設
置
し
た
も
の
が
二
五
府
県
と
な
っ
て
い
る
。
」

　
市
町
村
に
関
し
て
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
民
問
有
識
者
等
か
ら
な
る
委
員
会
等
に
つ
い
て
は
、
三
、
二
七
六
市
町
村
中
三
、
一
四

八
市
町
村
（
九
六
・
一
％
）
に
お
い
て
設
置
さ
れ
て
お
り
、
」
「
新
た
に
設
置
し
た
も
の
が
二
、
七
七
四
市
町
村
（
八
八
・
二
％
）
、
既
存
の
組

織
を
改
組
し
た
も
の
が
一
二
四
市
町
村
（
三
・
九
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
委
員
会
等
を
「
設
置
し
な
い
理
由
と
し
て
は
、
議
会
等
で
審
議
を
す

る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
の
意
向
を
反
映
で
き
る
こ
と
、
人
口
が
少
な
い
の
で
、
委
員
会
を
設
け
な
く
て
も
住
民
の
意
向
把
握
が
可
能
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
等
が
主
な
も
の
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
ま
た
、
行
政
改
革
推
進
本
部
に
つ
い
て
は
、
三
、
二
五
五
市
町
村
（
九
九
・
四
％
）
で
設
置
さ

れ
、
」
「
新
た
に
設
置
し
た
も
の
が
二
、
七
九
八
市
町
村
（
八
六
・
○
％
）
、
既
存
の
組
織
を
改
組
し
た
も
の
が
三
〇
三
市
町
村
（
九
・
三
％
）

と
な
っ
て
い
る
。
行
政
改
革
推
進
本
部
を
「
設
置
し
な
い
理
由
と
し
て
は
、
従
来
よ
り
助
役
を
長
と
す
る
内
部
委
員
会
等
に
よ
り
行
革
を
推
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
て
い
る
の
で
、
改
め
て
行
政
改
革
推
進
本
部
を
設
置
す
る
必
要
が
な
い
等
が
主
な
も
の
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
鹿
児
島
県
内
の
自
治
体
に
お
け
る
「
行
革
」
推
進
体
制
の
整
備
状
況
は
、
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
民
間
有
識
者
等
か
ら
な
る
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
表
1
－
1
、
1
－
2
お
よ
び
ー
1
3
の
通
り
で
あ
る
。
①
委
員
会
は
、
自
治
省
の

要
請
通
り
、
す
べ
て
の
自
治
体
に
お
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
。
②
そ
の
設
置
時
期
に
つ
い
て
は
、
「
想
定
質
問
」
に
よ
る
と
、
「
三
月
議
会
で
設

置
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
時
期
を
基
準
に
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
市
町
村
計
で
み
る
と
、
三
月
議
会
ま
で
に
半
分
の

市
町
村
で
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
市
だ
け
を
と
っ
て
み
れ
ば
、
一
割
に
も
満
た
な
い
数
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
自
治
省
の
要
請

の
内
容
が
無
理
な
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
各
自
治
体
は
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
対
処
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
③
委
員
会
等
の
設
置
根
拠

に
つ
い
て
み
る
と
、
想
定
質
問
に
お
い
て
自
治
省
が
「
原
則
的
に
は
条
例
設
置
が
適
当
で
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
県
お
よ

び
市
の
ほ
と
ん
ど
が
要
綱
で
設
置
し
て
い
る
。
こ
れ
は
地
方
行
革
大
綱
に
よ
る
地
方
「
行
革
」
の
推
進
が
政
治
的
な
争
点
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
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地方「行革」と地方自治

　　表1鹿児島県内自治体の行革推進体制設置状況

1－1．　委員会の設置状況

　　　　　区分

項目

県
市 町　　村 市町村計

団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比

昭和60年1月22日以前 0 1 7．1 11 13．4 12 12．5

3月議会迄 0 0 36 43．9 36 37．5

以　　　　降 13 92．9 35 42．7 48 50．0

計 1 14 100．0％ 82 100．0％ 96 100．0％

1－2．　委員会の設置根拠

　　　　　区分

項目

県
市 町　　村 市町村計

団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比

条　　　　　例 0 1 7．1 75 915 76 79．2

要　　　　　　綱 1 13 92．9 7 8．5 20 20．8

計 1 14 100．0％ 82 100．0％ 96 100．0％

1－3．委員会等の開催回数

　　　　　区分

項目

県
市 町　　村 市町村計

団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比

3　回　以　下 6 42．9 30 36．6 36 37．5

4～5回（以下） 1 7 50．0 20 24．4 27 28．1

6～9回（以下） 1 71 24 29．3 25 26．0「

10　回　以　上 0 0 8 9．8 8 8．3

計 1 14 100．0％ 82 1001％ 96 99．9％

1－4．　行改革推進本部の設置状況

　　　　　区分

項目

県
市 町　　村 市町村計

団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比

昭和60年1月22日以前 0 1 71 1 1．2 2 2．1

3月議会迄 1 2 14．3 40 488 42 43．8

5月以降 0 11 78．6 41 50．0 52 54．2

計 1 14 100．0％ 82 1000％ 96 1001％

1－5．　行政改革推進本部長の内訳

　　　　　区分

項目

県
市 町　　村 市町村計

団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比

首　　　　　　長 1 13 92．9 81 988 94 979

助　　役　　等 0 1 7．1 1 1．2 2 21

計 1 14 100．0％ 82 100．0％ 96 100．0％

議
会
に
お
け
る
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
要
綱
と
い
う
形
式
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
地
方
「
行
革
」
の
実
施
は
、
住
民
の
権
利
に
大

き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
条
例
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
④
委
員
会
等
の
開
催
回
数
に
つ
い
て
み
る

と
、
三
回
以
下
が
市
町
村
の
三
分
の
一
以
上
を
も
占
め
て
お
り
、
委
員
会
に
お
い
て
実
質
的
な
審
議
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
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説論

こ
に
は
、
前
述
の
通
り
の
形
式
的
な
民
主
的
手
続
の
偽
装
が
み
て
と
れ
よ
う
。

　
つ
ぎ
に
、
行
政
改
革
推
進
本
部
の
設
置
状
況
に
つ
い
て
は
、
表
1
1
4
お
よ
び
ー
ー
5
の
通
り
で
あ
る
。
①
推
進
本
部
は
自
治
省
の
要
請
通

り
、
全
自
治
体
に
お
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
。
②
そ
の
設
置
時
期
に
つ
い
て
は
、
自
治
省
か
ら
特
に
要
請
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
委
員
会
と
同

様
に
考
え
る
と
、
三
月
議
会
ま
で
に
設
置
し
た
自
治
体
は
半
数
弱
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
自
治
体
は
各
地
域
の
状
況
に
応
じ
て
対
応
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
③
そ
の
本
部
長
に
つ
い
て
は
、
「
想
定
質
問
」
に
よ
る
と
「
行
革
推
進
の
決
意
を
示
す
た
め
、
『
長
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
に
お
い
て
、
首
長
が
本
部
長
に
な
っ
て
い
る
。

注（
1
）
室
井
力
「
臨
調
型
地
方
行
革
の
展
開
と
地
方
自
治
の
課
題
」
（
同
『
行
政
の
民
主
的
統
制
と
行
政
法
』
〔
日
本
評
論
社
、

　
頁
以
下
参
照
。

（
2
）
原
野
翅
「
『
行
革
審
』
に
お
け
る
『
地
方
行
革
』
論
」
（
月
刊
自
治
研
三
〇
一
号
）
二
一
二
頁
以
下
参
照
。

（
3
〉
自
治
省
行
政
局
行
政
課
「
地
方
行
革
大
綱
に
基
づ
く
行
政
改
革
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
（
概
要
説
明
）
」
（
中
橋
芳
弘
・

　
行
政
講
座
1
2
　
地
方
公
共
団
体
の
行
財
政
運
営
』
〔
第
一
法
規
、
一
九
八
六
年
〕
所
収
）
三
二
五
頁
。

一
九
八
九
年
〕
所
収
）
一
八
○

滝
沢
忠
徳
・
小
室
裕
一
『
自
治
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N
　
地
方
行
革
大
綱
の
検
討

　
1
　
地
方
行
革
大
綱
の
策
定
状
況

　
行
革
推
進
本
部
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
た
行
革
大
綱
の
状
況
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
全
国
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
八
八
年
二
月
末

自
治
省
調
査
に
も
と
づ
く
『
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改
革
の
実
施
状
況
』
に
よ
る
と
、
表
1
の
通
り
で
あ
る
。
都
道
府
県
に
お
い
て
は

全
団
体
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
九
八
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
の
団
体
が
、
地
方
行
革
大
綱
を
策
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
、
五
九
市
町
村
が
地



地方「行革」と地方自治

方
行
革
大
綱
を
策
定
し
て
い
な
い
。
未
策
定
の
理
由
は
、
「
従
来
か
ら
独
自
の
行

政
改
革
を
推
進
し
て
お
り
、
改
め
て
行
政
改
革
大
綱
を
策
定
す
る
必
要
が
な
い
こ

　
（
1
）

と
等
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
鹿
児
島
県
内
の
自
治
体
の
行
革
大
綱
の
策
定
状
況
は
、
表
2
の
通
り

で
あ
る
。
県
下
す
べ
て
の
自
治
体
に
お
い
て
、
行
革
大
綱
は
策
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
行
革
大
綱
策
定
の
時
期
に
注
目
す
る
と
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

行
革
大
綱
策
定
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
「
想
定
質
間
」
に
よ
る
と
、
「
八
月
策
定
が

目
標
で
あ
る
。
」
「
基
本
的
に
は
弾
力
的
運
用
は
で
き
な
い
」
と
要
請
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
表
2
の
通
り
、
八
月
末
ま
で
に
行
革
大
綱
を
策
定
し
た
自
治
体
は
、
県

お
よ
び
市
で
は
ゼ
ロ
、
町
村
で
も
一
割
に
も
満
た
な
い
団
体
で
あ
る
。
自
治
省
の

要
請
が
い
か
に
非
合
理
で
あ
っ
た
か
が
、
う
か
が
わ
れ
る
。
各
自
治
体
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
実
情
に
応
じ
た
時
期
に
大
綱
を
策
定
し
た
の
で
あ
る
。

注（
1
）
　
田
嶋
久
嗣
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改
革
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
」

　
方
自
治
五
〇
〇
号
）
七
五
頁
。

（
地

　
2
　
地
方
行
革
大
綱
の
内
容
お
よ
び
実
施
状
況

　
つ
ぎ
に
、
行
革
大
綱
の
内
容
お
よ
び
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
以
下
検
討
す
る
こ

と
に
す
る
。
「
地
方
行
革
の
重
点
事
項
」
と
し
て
、
自
治
省
は
七
項
目
を
あ
げ
て

表1　行革大網の策定状況

団体区分 団　体　数 策定済団体数 未策定団体数

都道府県 47 47

市町村 3，268 3，209 59

合　　計 3，315 3，256 59

表2　行革大網の策定時期

　　　　　区分
＼
項目

県
市 町　　村 市町村計

団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比

昭和60年8月末日迄 0 0 0 6 7．3 6 6．3

9月1日以降 1 14 100 76 92．7 90 93．8

計 1 14 100．0％ 82 100．0％ 96 100．1％
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論　　説

表1　行革大網の内容（1986年6月11日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県市区町村名

項　　　　目

市
計

町
村
計

市
町
村
計

県

事務事業の見直し（総括） 8 82 90 1
事務事業の整理合理化 8 70 78 1
事務事業の共同処理の推進 2 19 21

補助金の整理合理化 6 75 81 1
その他（使用料・手数料の改定・起債の抑制 3 36 39

組織・機構の簡素合理化（総括） 8 75 83 1
局部室課の統廃合等 7 57 64 1
出先機関の統廃合等 1 17 18 1
審議会等の統廃合等 5 46 51 1
外郭団体の統廃合等 1 13 14 1
その他（各行政委員会等委員定数の見直し，窓口改善） 5 5

給与の適正化（総括） 5 60 65 1
給与制度及び運用の適正化 5 52 57 1
退職手当の適正化 3 4 7 1
その他手当の適正化 1 25 26

その他

定員管理の適正化（総括） 8 78 86 1
定員適正化計画の策定 1 10 11

定員（定数）の見直し 3 59 62

職員研修の充実等能力開発 4 33 37

その他（試験採用の制度化） 5 5
民間委託・O　A化等事務改革の推進（総括） 8 79 87 1

民間委託の推進 8 68 76 1
O　A化の推進 7 67 74 1
事務能率向上運動の推進 1 22 23

その他
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地方「行革」と地方自治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県市区町村名

項　　　　目

市
計

町
村
計

市
町
村
計

県

会館等公共施設の設置及び管理運営の合理化（総括〉 8 62 70 0
公共施設の新設の抑制 2 7 9
公共施設の類似関連施設の複合化 1 11 12

公共施設の管理運営の合理化 7 62 69

その他

地方議会の合理化（総括） 2 14 16 0
議員定数の見直し 1 8 9
その他（議員研修の見直し） 2 2

その他の項目（滞納管理班の編成等） 8 8
〃　　　（職員のアイデア提案制度） 3 3
〃　　　（職員意識の改革） 3 3
〃　　（業務環境整備） 1 1
〃　　　（ボランティア活動の推進） 1 1

合　　　　　計 8 82 90 1
注1本表は，行政改革大網を策定済の市区町村について記載する。

　2行政改革大網において取り上げられた項目についてO印を付す。
　　「総括」欄は，総論，各論を問わず該当するものに○印を付す。

　　　（自治省調査による。）
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説論

い
る
が
、
県
内
自
治
体
に
関
す
る
資
料
収
集
の
困
難
さ
な
ど
か
ら
、
す
べ
て
の
項
目
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
ω
地
方
議
会
の
合
理
化
、
㈲
給
与
の
適
正
化
、
⑥
定
員
管
理
の
適
正
化
お
よ
び
㈲
民
問
委
託
に
つ
い
て
、
以
下
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
鹿
児
島
県
内
の
自
治
体
の
策
定
し
た
地
方
行
革
大
綱
の
内
容
は
、
表
1
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
表
の
特
徴
的
な
こ
と
は
、
「
地
方
議
会

の
合
理
化
（
総
括
）
」
の
項
目
を
取
り
上
げ
た
自
治
体
の
数
が
、
他
の
項
目
と
比
べ
て
き
わ
だ
っ
て
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
治
省

の
地
方
自
治
理
解
に
対
す
る
自
治
体
の
批
判
の
意
思
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
「
地
方
議
会
の
合
理
化
」
の
項
目
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
に
す
る
。

　
ω
　
地
方
議
会
の
「
合
理
化
」

　
「
地
方
議
会
の
合
理
化
」
と
い
う
項
目
が
、
地
方
「
行
革
」
の
重
点
事
項
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
中
に
、
第
二
次
臨
調
の
地
方
自
治
に
つ
い

て
の
考
え
方
の
本
質
が
、
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
地
方
議
会
は
、
ま
ず
第
一
に
、
地
方
自
治
を
保
障
さ
れ
た
、
国
と
相
並
ら
ぶ
、

司
法
権
を
除
く
包
括
的
な
統
治
権
的
支
配
権
を
持
つ
地
域
的
統
治
団
体
と
し
て
の
地
方
公
共
団
体
の
、
国
会
に
準
ず
る
性
格
を
も
つ
立
法
議
会

で
あ
る
。
第
二
に
そ
れ
は
、
地
方
自
治
の
核
心
で
あ
る
住
民
自
治
の
も
っ
と
も
中
心
的
機
関
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二

次
臨
調
型
地
方
「
行
革
」
は
、
地
方
公
共
団
体
を
、
明
治
憲
法
下
で
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
地
方
行
政
団
体
と
把
握
し
、
「
地
方
行
政
の
減

量
化
、
効
率
化
」
の
項
目
の
中
で
、
も
っ
ぱ
ら
「
経
費
の
節
減
・
運
営
の
効
率
化
」
の
観
点
か
ら
、
議
員
定
数
の
削
減
と
議
員
報
酬
の
適
正
化

と
い
う
地
方
議
会
の
合
理
化
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
方
議
会
へ
の
住
民
各
層
の
声
の
反
映
の
制
限
を
目
的
と
す
る
地
方
議
会

の
役
割
、
機
能
を
低
め
る
要
請
は
、
憲
法
原
理
で
あ
る
地
方
自
治
の
保
障
そ
の
も
の
の
形
骸
化
・
空
洞
化
を
狙
う
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い

　
　
　
（
1
）

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
第
二
次
臨
調
型
地
方
「
行
革
」
に
お
け
る
民
主
主
義
確
保
の
観
点
の
欠
落
が
、
も
っ
と
も
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
定
数
削
減
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
地
方
自
治
法
九
〇
条
三
項
お
よ
び
九
一
条
二
項
の
「
議
員
定
数
は
、
条
例
で
特
に
こ
れ
を
減
少
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
の
解
釈
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
、
地
方
議
会
の
合
理
化
の
要
請
は
妥
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
議
員
定
数
の
「
減

少
」
規
定
の
立
法
趣
旨
は
、
議
員
総
定
数
の
「
減
少
」
を
主
旨
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
各
自
治
体
が
総
定
数
の
「
減
少
」
を
実
施
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地方「行革」と地方自治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

す
る
と
し
て
も
、
各
自
治
体
の
自
主
性
を
重
ん
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
地
方
「
行
革
」
に
み
る
地
方
議
会
の
合
理
化
の
要
請

は
、
「
上
か
ら
」
地
方
議
会
の
合
理
化
を
各
自
治
体
に
押
し
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
立
法
趣
旨
に
ま
っ
た
く
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
地
方
議
会
の
「
合
理
化
」
の
状
況
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
全
国
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
八
八
年
一
一
月
末
自
治

省
調
査
に
も
と
づ
く
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改
革
の
実
施
状
況
」
に
よ
る
と
、
地
方
議
会
の
「
合
理
化
」
の
う
ち
、
議
員
定
数
の
削

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

減
状
況
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
八
五
年
度
か
ら
八
八
年
度
ま
で
の
四
年
問
で
、
都
道
府
県
で
は
一
四
自
治
体
、
市
町
村
に
お
い
て
は
九
五
八

自
治
体
に
よ
っ
て
、
議
員
定
数
の
削
減
が
行
な
わ
れ
た
。
八
八
年
一
〇
月
現
在
の
議
員
の
減
員
比
率
は
、
全
自
治
体
で
二
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、

数
に
し
て
一
九
、
六
一
七
人
も
が
削
減
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
住
民
の
あ
い
だ
に
あ
る
地
方
政
治
へ
の
不
満
や
要
求
を
た
く
み
に
利
用
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

日
本
青
年
会
議
所
や
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
住
民
運
動
と
し
て
、
議
員
定
数
の
削
減
を
求
め
る
運
動
が
全
国
的
に
広
が
っ
た
た
め
、
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
地
方
議
会
の
「
合
理
化
」
の
状
況
を
、
都
道
府
県
、
市
お
よ
び
町
村
に
分
け
て
、
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
全
国
の
都
道
府
県
に
つ
い
て
み
る
と
、
表
1
の
通
り
で
あ
る
。
八
八
年
七
月
一
日
現
在
、
減
員
都
道
府
県
率
は
六
八
・
一
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
り
、
後
述
の
減
員
市
率
お
よ
び
町
村
率
と
比
べ
る
と
、
か
な
り
低
い
比
率
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
（
な
お
、
議
員
定
数
減
少
条
例
制
定

都
道
府
県
数
は
、
七
五
年
選
挙
四
自
治
体
、
七
九
年
選
挙
一
四
自
治
体
、
八
三
年
選
挙
二
九
自
治
体
、
八
七
年
選
挙
三
一
自
治
体
と
近
年
急
激

に
増
加
し
て
い
る
。
）
ま
た
議
員
の
減
員
率
も
五
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
市
議
会
お
よ
び
町
村
議
会
と
比
べ
る
と
き
わ
め
て
低
い
。
こ
れ
は
、

都
道
府
県
が
「
市
町
村
を
包
括
す
る
広
域
の
地
方
公
共
団
体
」
（
地
自
二
条
六
項
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
」
（
同
二

条
四
項
）
で
あ
る
市
町
村
よ
り
、
議
員
定
数
削
減
を
求
め
る
運
動
を
、
地
域
町
内
会
な
ど
の
住
民
運
動
と
し
て
組
織
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い

こ
と
に
よ
る
、
と
思
わ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
全
国
の
市
に
つ
い
て
み
る
と
、
表
2
の
通
り
で
あ
る
。
八
八
年
一
二
旦
三
日
現
在
、
減
員
市
率
は
九
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ

る
。
条
例
に
よ
る
減
員
数
は
四
、
二
八
二
人
で
、
議
員
の
減
員
率
は
一
八
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
最
近
の
四
年
間
で
み
る
と
、
八
一
市
で

新
た
に
減
員
条
例
が
制
定
さ
れ
、
減
員
市
率
は
一
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
も
ふ
え
て
い
る
。
減
員
数
で
も
、
八
九
五
人
も
が
削
減
さ
れ
、
議
員
の
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説論

表5　市議会議員定数一覧（昭和63年12月31日現在）

昭和63年 昭和60年
現行議員数

市　名
12月31日
現在住民
登録人口

国勢調査
人　　口

法定
数

現行
定数

減員
数

減員条例
公布年月

減員条例
適用年月

備考

（鹿児島）
（万人） （万人）

鹿児島 53．3 53．0 56 48 8 46．12 47．4

川　内 7．2 7．1 36 32 4 40．4 40．5

鹿　屋 7．7 7．6 36 30 6 34．3 34．4

名　瀬 4．8 4．9 30 28 2 62．12 63．8

枕　崎 3．0 3．0 30 24 6 60．6 62．4

串木野 3．0 3．0 30 24 6 61．6 62．4

阿久根 2．9 2．9 30 24 6 57．6 58．4

指　宿 3．2 3．3 30 26 4 （62．12 平2．9） （30→24）

出　水 4．0 4．0 30 26 4 53．7 53．10

大　口 2．6 2．6 30 24 6 57．12 58．4

加世田 2．5 2．5 30 24 6 60．3 62．4

国　分 4．4 4．0 30 28 2 59．3 61．5

西之表 2．2 2．2 30 24 6 59．3 60．2

垂　水 2．3 2．3 30 24 6 31．9 34．4

（全国市議会議長会『昭和63年12月31日現在市議会議員定数に関する調査結果』）

減
員
率
は
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
全
国
の
町
村
の
状
況
は
表
3
の
通
り
で
あ
る
。
八

八
年
七
月
一
日
現
在
、
減
員
町
村
率
は
九
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

で
あ
る
。
条
例
に
よ
る
減
員
数
は
一
四
、
六
二
二
人
も
で
、
議

員
の
減
員
率
は
二
四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
及
ん
で
い
る
。
最

近
の
四
年
間
で
は
、
一
七
二
五
人
も
の
議
員
が
削
減
さ
れ
、
議

員
の
減
員
率
も
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
鹿
児
島
県
内
の
自
治
体
に
お
け
る
状
況
は
、
以
下

の
通
り
で
あ
る
。
地
方
議
会
の
「
合
理
化
」
に
つ
い
て
、
地
方

行
革
大
綱
に
お
い
て
総
括
的
に
触
れ
る
自
治
体
は
、
一
六
市
町

村
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
項
目
名
と
し
て
、
「
地
方
議
会
の

合
理
化
」
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
わ
ず
か
九
市
町
村
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
（
一
五
三
頁
表
1
参
照
）
。

　
ま
ず
、
県
に
つ
い
て
は
、
議
員
定
数
は
法
定
定
数
ど
お
り
で

あ
り
、
定
数
削
減
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
市
の
状
況
は
表
4
お
よ
び
5
の
通
り
で
あ
る
。
八

八
年
末
現
在
、
議
員
の
減
員
率
は
一
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
、

全
国
の
市
の
平
均
を
下
回
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
近
の
四
年

問
で
、
減
員
市
率
は
一
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
も
上
昇
し
、
つ
い
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地方「行革」と地方自治

に
県
内
全
市
で
減
員
条
例
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
地
方
行
革
大
綱
策
定
以
降
に
減
員
条
例
が
制
定
さ
れ
た
市
は
、
名
瀬
、
串
木
野
お
よ

び
指
宿
の
三
市
で
あ
る
。
し
か
し
ど
の
市
も
、
大
綱
に
地
方
議
会
の
合
理
化
を
定
め
る
こ
と
な
く
、
議
会
独
自
の
判
断
で
行
な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
町
村
の
状
況
は
表
6
の
通
り
で
あ
る
。
八
八
年
七
月
一
日
現
在
、
法
定
数
ど
お
り
の
町
村
が
二
、
減
員
し
て
い
る
町
村
が
八
○
で

あ
る
。
減
員
町
村
率
は
九
七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
議
員
の
減
員
率
は
二
〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
な
お
法
定
数
ど
お
り
の
二
町
村
の
う
ち
、

U
村
は
二
名
減
の
減
員
条
例
を
八
五
年
に
制
定
し
、
八
八
年
に
実
施
し
て
お
り
、
Y
町
は
八
九
年
に
二
名
減
の
減
員
条
例
を
議
決
し
、
次
期
一

般
選
挙
か
ら
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
現
在
は
、
す
べ
て
の
町
村
が
減
員
条
例
を
制
定
す
る
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
に
議
員
定
数
削
減
が
強
行
さ
れ
る
中
で
、
定
数
削
減
を
阻
止
し
た
町
村
の
例
も
ま
た
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
S
町
で
は
、
八

六
年
一
二
月
、
法
定
数
二
二
、
現
行
議
員
数
一
八
を
さ
ら
に
一
五
に
減
ら
せ
と
の
陳
情
が
、
町
内
一
〇
ヵ
所
の
公
民
館
の
う
ち
六
カ
所
の
公
民

館
長
ら
の
署
名
を
添
え
て
、
議
会
に
出
さ
れ
た
。
議
会
は
こ
の
陳
情
を
不
採
択
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
行
政
、
企
業
お
よ
び
災
害
の
三
委
員

会
と
い
う
地
域
特
性
の
下
、
こ
れ
以
上
の
議
員
定
数
削
減
は
、
町
民
の
す
み
ず
み
の
声
の
行
政
へ
の
反
映
を
困
難
に
し
、
結
果
的
に
町
民
に
不

利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
、
適
当
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
S
町
議
会
の
判
断
は
、
憲
法
お
よ
び
地
方
自
治
法
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
。

　
憲
法
九
三
条
二
項
の
地
方
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
「
直
接
」
原
則
お
よ
び
九
五
条
の
特
別
法
の
住
民
投
票
な
ら
び
に
地
方
自
治
法
九
四
条

の
町
村
総
会
の
規
定
か
ら
す
る
と
、
地
方
議
会
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
「
直
接
」
民
主
制
的
要
素
を
と
り
入
れ
る
方
向
で
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
地
方
議
会
議
員
総
定
数
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
多
様
な
利
害
を
も
つ
多
様
な
階
層
か
ら
成
る
住
民
の
多
様
な
声
を
可
能
な
か
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

り
最
大
限
議
会
に
反
映
さ
せ
う
る
議
員
総
定
数
の
確
保
が
、
憲
法
適
合
的
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
自
治
体
に
お
け
る
二
元
的
代
表
民
主
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
値
す
る
議
会
の
機
能
発
揮
の
た
め
の
議
員
定
数
削
減
の
提
案
も
ま
た
、
憲
法
の
主
旨
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
は
、

議
員
総
定
数
は
、
地
方
自
治
法
が
団
体
別
、
人
口
段
階
別
に
定
め
る
法
定
定
数
を
原
則
と
す
る
。
「
条
例
で
特
に
こ
れ
を
減
少
す
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

き
る
」
と
の
規
定
は
、
「
減
少
」
を
要
求
す
る
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
例
外
的
に
削
減
を
許
す
定
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第

二
次
臨
調
の
「
経
費
の
節
減
、
運
営
の
効
率
化
等
を
期
待
す
る
観
点
」
（
基
本
答
申
）
か
ら
す
る
財
政
節
約
は
特
段
の
事
情
に
当
た
ら
ず
、
議
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員
定
数
削
減
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

地方「行革」と地方自治

注（
1
）
室
井
力
「
臨
調
型
行
革
と
地
方
自
治
」
（
同
『
行
政
の
民
主
的
統
制
と
行
政
法
』
〔
日
本
評
論
社
、
一
九
八
九
年
〕
所
収
）
一
七
〇
頁
参
照
。

（
2
）
倉
持
孝
司
「
地
方
議
会
の
議
員
定
数
問
題
に
つ
い
て
」
（
修
道
法
学
八
巻
一
号
）
二
一
二
頁
参
照
。

（
3
）
田
嶋
久
嗣
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改
革
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
」
（
地
方
自
治
五
〇
〇
号
）
七
三
頁
以
下
参
照
。

（
4
）
坂
田
期
雄
「
議
員
削
減
運
動
と
そ
の
背
景
の
問
題
」
〈
地
方
議
会
人
一
九
八
三
年
一
〇
月
号
）
四
四
頁
以
下
参
照
。

〈
5
）
森
英
樹
「
機
関
の
選
挙
と
議
会
」
（
自
治
体
問
題
研
究
所
編
『
自
治
体
問
題
講
座
第
二
巻
自
治
体
の
行
政
管
響
〔
自
治
体
研
究
社
、
一
九
七
九
年
〕
所

　
収
）
九
三
頁
お
よ
び
九
八
頁
な
ら
び
に
渡
名
喜
庸
安
「
行
革
n
議
員
定
数
削
減
と
自
治
体
民
主
主
義
」
（
住
民
と
自
治
一
九
八
四
年
六
月
号
）
三
三
頁
以

　
下
参
照
。

（
6
）
村
松
岐
夫
・
伊
藤
光
利
『
地
方
議
員
の
研
究
』
〔
日
本
経
済
新
聞
社
、
『
九
八
六
年
〕
【
七
八
頁
以
下
参
照
。

（
7
）
兼
子
仁
・
磯
野
弥
生
編
著
『
地
方
自
治
法
』
〔
学
陽
書
房
、
一
九
八
九
年
〕
一
七
五
頁
お
よ
び
一
八
○
頁
注
（
2
6
）
（
石
崎
誠
也
執
筆
）
参
照
。

　
の
　
給
与
の
「
適
正
化
」

　
自
治
省
通
達
が
「
地
方
行
革
の
重
点
事
項
」
と
す
る
給
与
お
よ
び
定
員
管
理
の
「
適
正
化
」
は
、
第
二
次
臨
調
の
第
一
次
答
申
以
来
、
力
点

の
置
か
れ
て
い
る
自
治
体
の
人
事
行
政
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
公
金
の
私
的
費
消
の
範
囲
拡
大
を
は
か
る
支
配
層
の
、
総
人
件
費
の
徹
底
的

削
減
と
い
う
要
求
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
次
臨
調
型
「
行
革
」
は
、
現
実
の
行
政
の
あ
り
方
に
対
す
る
国
民
の
不
満
を
、
行

政
担
当
者
で
あ
る
公
務
員
労
働
者
に
対
す
る
不
満
へ
と
巧
み
に
誘
導
し
、
本
来
連
帯
が
求
め
ら
れ
る
公
務
員
労
働
者
と
民
間
労
働
者
お
よ
び
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

民
と
の
間
に
分
断
を
も
ち
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
公
務
員
の
勤
務
条
件
の
も
っ
と
も
主
た
る
内
容
で
あ
る
給
与
の
「
適
正
化
」
は
、
自
治
省
通
達
が
強
力
に
そ
の
速
や
か
な
実
施
を
要
請
し
て

い
る
緊
急
の
課
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
一
方
で
は
、
抑
制
・
凍
結
さ
れ
た
国
家
公
務
員
の
給
与
水
準
が
前
提
と
さ
れ
、
他
方
で
は
、
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説論

地
方
公
務
員
の
給
与
は
、
国
家
公
務
員
の
そ
れ
に
「
準
じ
て
」
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
国
公
平
準
化
論
」
に
も
と
づ

き
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
一
方
的
か
つ
画
一
的
に
自
治
体
に
押
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
①
給
与
水
準
の
是
正
と
給
与
制
度
お
よ
び
そ
の
運
用
の
適
正

化
の
た
め
の
違
法
ま
た
は
不
法
な
制
度
・
運
用
（
不
適
正
な
給
料
表
、
い
わ
ゆ
る
「
わ
た
り
」
、
条
例
に
反
す
る
昇
給
期
問
の
短
縮
、
不
適
正

な
初
任
給
基
準
な
ど
）
の
是
正
、
②
国
の
支
給
基
準
を
上
回
る
期
末
・
勤
勉
手
当
な
ど
、
お
よ
び
制
度
の
趣
旨
に
合
致
し
な
い
特
殊
勤
務
手
当

な
ど
不
適
正
な
手
当
の
支
給
の
是
正
、
③
国
の
基
準
を
上
回
る
退
職
手
当
の
支
給
率
お
よ
び
最
高
限
度
額
の
是
正
な
ら
び
に
勤
続
加
算
、
役
職

加
算
な
ど
の
廃
止
な
ど
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
こ
れ
に
対
し
て
は
、
す
で
に
多
く
の
者
に
よ
っ
て
有
力
な
批
判
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
非
現
業
職
員
給
与
の
切
下
げ
に
対
す
る
批
判
は
、

つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
給
与
の
決
定
基
準
に
つ
い
て
の
国
公
平
準
化
論
の
根
拠
と
さ
れ
る
地
方
公
務
員
法
二
四
条
は
、
職
員
の
給
与

の
決
定
基
準
に
つ
い
て
は
、
国
の
職
員
の
給
与
を
「
考
慮
し
」
（
三
項
）
、
職
員
の
給
与
以
外
の
勤
務
条
件
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
国
の
職
員
と

の
間
に
「
権
衡
を
失
し
な
い
よ
う
に
適
当
な
考
慮
」
を
払
う
（
五
項
）
と
区
別
し
、
前
者
に
お
い
て
は
、
後
者
に
お
け
る
よ
り
も
広
い
裁
量
を

自
治
体
に
認
め
る
明
確
な
条
文
構
造
を
も
っ
て
お
り
、
国
公
平
準
化
を
定
め
て
い
な
い
。
第
二
に
、
地
方
公
務
員
の
給
与
決
定
の
第
一
原
則
で

あ
る
労
使
自
治
の
原
則
（
憲
二
八
条
、
地
公
五
二
・
五
五
条
）
に
よ
っ
て
、
団
体
交
渉
の
結
果
が
原
則
と
し
て
最
大
限
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
第
三
に
、
給
与
決
定
の
第
二
原
則
で
あ
る
、
給
与
条
例
主
義
（
同
二
四
条
六
項
）
に
お
け
る
地
方
自
治
の
原
則
に
よ
っ
て
、
自
治
体
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

主
的
な
決
定
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
給
与
の
「
適
正
化
」
は
、
各
自
治
体
に
お
い
て
以
下
の
通
り
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
全
国
の
実
施
状
況
に
つ
い

て
み
る
と
、
表
1
の
通
り
で
あ
る
。
八
八
年
四
月
一
日
現
在
の
全
自
治
体
の
平
均
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
は
一
〇
三
・
四
で
、
七
五
年
以
降
一
四

年
連
続
し
て
低
下
し
、
も
っ
と
も
高
か
っ
た
七
四
年
の
二
〇
・
六
と
比
べ
、
七
二
一
ポ
イ
ン
ト
低
く
な
り
、
同
指
数
の
算
出
を
始
め
た
六
三

年
以
来
の
最
低
水
準
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
自
治
省
は
、
自
治
体
の
給
与
制
度
・
運
用
の
「
適
正
化
」
の
た
め
の
相
当
の
努
力
を
評
価
し
て

い
る
。
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
の
分
布
状
況
を
み
る
と
、
七
三
年
に
は
七
九
三
団
体
も
あ
っ
た
同
指
数
二
〇
以
上
の
団
体
は
、
八
八
年
に
は
五
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表1　団体区分別ラスパイレス指数（一般行政職）の推移

ラスパイレス指数

区　　　分 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 62→63 48→63
48。4．1 49．4．1 53．41 58。4．1 61．4．1 62，4．1 63．4．1 増　減 増　減

都道府県 110．1 111．3 107．2 106．2 1054 105．0 104．5 △05 △5．6

指定都市 116．2 116．1 11L4 109．4 108．3 107．8 107．6 △0．2 △8．6

市 111．4 113．8 110．5 109．0 106．8 1061 105．4 △0．7 △6．0

町　　　村 96．6 99．2 99．0 98．3 97．7 97．2 96．8 △0．4 0．2

特　別　区 一 『
110．4 109．4 107．8 107．5 107．0 △0．5

一
全地方公共
団体平均

108．7 110．6 107．3 105．9 104．6 1039 103．4 △0．5 △5．3

国 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0
一 ｝

（地方公務員給与制度研究会編『昭和63年地方公務員給与の実態』）

六
団
体
（
全
団
体
の
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
大
幅
に
減
少
し
、
都
道
府
県
お
よ
び
指
定
都
市
で

　
　
　
　
　
（
4
）

は
ゼ
ロ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
給
与
の
「
適
正
化
」
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
国
の

一
方
的
基
準
に
も
と
づ
く
「
高
給
与
是
正
指
導
」
お
よ
び
「
財
政
制
裁
措
置
」
に
よ
っ
て
、

強
制
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
自
治
省
は
、
第
二
次
臨
調
の
第
一
次
答
申
の
自
治
体
に
対
す
る

個
別
指
導
お
よ
び
財
政
制
裁
措
置
を
受
け
て
、
八
一
年
、
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
一
一
五
以
上

の
一
五
三
団
体
を
給
与
適
正
化
の
個
別
指
導
団
体
に
指
定
し
た
。
そ
し
て
指
導
を
無
視
し
た

自
治
体
に
対
し
、
財
政
制
裁
措
置
を
と
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
八
二
年
度
に
は
四
六
市
の
特

別
交
付
税
を
減
額
し
、
八
三
年
度
に
は
二
三
市
町
村
の
起
債
減
額
措
置
を
と
り
、
東
京
都
の

地
方
債
を
不
許
可
に
し
た
。
こ
の
結
果
、
第
一
次
個
別
指
導
は
か
な
り
の
効
果
を
あ
げ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
二
五
以
上
の
団
体
が
六
一
あ
っ
た
こ
と
等
か
ら
、

八
五
年
、
再
び
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
上
位
一
五
三
団
体
が
、
第
二
次
個
別
指
導
団
体
に
指
定

さ
れ
た
。
こ
の
と
き
同
時
に
、
退
職
手
当
の
支
給
率
が
国
を
上
回
る
九
一
団
体
も
、
初
め
て

個
別
指
導
団
体
に
指
定
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
指
導
団
体
の
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
は
、
八
五

年
度
に
六
団
体
で
あ
っ
た
一
二
〇
以
上
が
ゼ
ロ
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
八
八
年
、
概
ね
ラ
ス
パ

イ
レ
ス
指
数
一
一
〇
以
上
の
七
一
団
体
が
、
あ
ら
た
め
て
第
三
次
個
別
指
導
団
体
に
指
定
さ

れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
こ
の
「
是
正
指
導
」
は
、
国
の
政
策
的
判
断
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
自
治
体
の
人
事

行
政
に
対
す
る
自
治
省
の
「
技
術
的
助
言
」
（
地
公
五
九
条
）
の
範
囲
を
越
え
る
。
し
か
も
、
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説論

そ
れ
を
財
政
的
制
裁
措
置
に
よ
っ
て
一
方
的
に
自
治
体
に
強
要
す
る
こ
と
は
、
自
治
体
の
内
部
管
理
事
項
に
対
す
る
国
の
行
政
的
関
与
と
し
て

限
定
的
に
承
認
さ
れ
た
非
権
力
的
関
与
の
範
囲
を
鍮
越
す
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
の
保
障
す
る
自
治
体
の
自
主
的
人
事
管
理
権
を
侵
す
お
そ
れ

　
　
　
　
　
（
5
）

が
十
分
に
あ
る
。
ま
た
財
政
制
裁
措
置
そ
れ
自
体
も
違
法
で
あ
る
。
財
政
制
裁
措
置
と
し
て
の
地
方
交
付
税
の
減
額
措
置
は
、
「
高
給
与
」
ま

た
は
そ
の
「
是
正
」
の
措
置
を
怠
る
、
と
い
う
要
素
の
他
事
考
慮
に
よ
り
、
地
方
交
付
税
の
↓
般
財
源
性
（
交
付
税
三
条
二
項
）
に
反
し
、
そ

れ
を
「
ひ
も
つ
き
」
交
付
税
に
す
る
こ
と
か
ら
、
違
法
で
あ
る
。
ま
た
財
政
制
裁
措
置
と
し
て
の
地
方
債
の
不
許
可
・
減
額
措
置
も
、
主
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
地
方
債
の
資
金
量
の
配
分
規
制
に
根
拠
を
有
す
る
起
債
許
可
に
お
け
る
裁
量
権
の
濫
用
に
あ
た
り
、
違
法
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
鹿
児
島
県
内
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
県
の
行
革
大
綱
は
、
「
給
与
の
適
正
化
」
と
い
う
項
目
を
た
て
ず
、

「
そ
の
他
の
改
善
」
の
項
目
の
中
で
、
「
給
与
等
」
と
し
て
ふ
れ
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
ま
た
二
二
市
中
七
市
が
、
「
給
与
の
適
正
化
」
に
ふ
れ

て
い
な
い
。
と
り
わ
け
八
五
年
七
月
二
五
日
に
個
別
指
導
団
体
に
指
定
さ
れ
た
K
市
も
、
「
給
与
の
適
正
化
」
を
行
革
大
綱
の
項
目
か
ら
は
ず

し
、
職
員
団
体
と
協
議
し
な
が
ら
、
給
与
水
準
を
決
定
し
て
い
る
。

　
公
務
員
給
与
の
切
下
げ
は
、
国
民
の
人
権
保
障
に
不
可
欠
の
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
地
方
公
務
員
の
給
与
問
題
は
、

公
務
員
の
人
権
保
障
お
よ
び
国
民
生
活
の
維
持
向
上
と
い
う
両
者
の
統
一
的
確
保
の
観
点
か
ら
、
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
民
と
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

務
員
労
働
者
と
の
連
帯
と
い
う
観
点
か
ら
、
現
行
公
務
員
制
度
の
基
本
原
理
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
、
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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注（
1
）
原
野
翅
「
現
行
公
務
員
制
度
の
基
本
問
題
」
お
よ
び
晴
山
一
穂
「
戦
後
公
務
員
制
度
改
革
の
歴
史
」
（
片
岡
昇
．
室
井
力
編
『
行
政
改
革
と
公
務
員
の

　
権
利
』
〔
法
律
文
化
社
、
一
九
八
五
年
〕
所
収
）
一
六
頁
以
下
お
よ
び
六
三
頁
以
下
参
照
。

（
2
）
た
と
え
ば
、
室
井
「
人
件
費
適
正
化
を
め
ぐ
る
若
干
の
法
律
問
題
」
（
同
『
公
務
員
の
権
利
と
法
』
〔
勤
草
書
房
、
一
九
七
八
年
〕
所
収
）
一
九
一
頁
以

　
下
参
照
。

（
3
）
室
井
・
原
野
編
『
現
代
地
方
自
治
法
入
門
』
〔
法
律
文
化
社
、
一
九
八
九
年
〕
三
一
九
頁
以
下
（
間
田
穆
執
筆
）
参
照
。

（
4
）
自
治
省
行
政
局
公
務
員
部
給
与
課
『
昭
和
六
三
年
地
方
公
務
員
給
与
実
態
調
査
の
概
要
に
つ
い
て
』
〔
一
九
八
九
年
一
二
月
〕
参
照
。



（
5
）
渡
名
喜
庸
安
「
行
政
改
革
と
地
方
公
務
員
」
（
片
岡
・
室
井
編
前
掲
書
（
注
（
1
）
）
所
収
）
二
〇
八
頁
以
下
参
照
。

（
6
）
同
前
ニ
コ
ニ
頁
以
下
、
地
方
公
務
員
法
制
研
究
会
「
人
勧
凍
結
と
地
方
公
務
員
の
給
与
」
（
青
木
宗
也
．
室
井
・
竹
下
英
男
監
修
『
自
治
体
労
働
者
の

　
権
利
課
題
』
〔
日
本
評
論
杜
、
一
九
八
三
年
〕
所
収
）
一
五
〇
頁
以
下
お
よ
び
室
井
「
財
政
措
置
の
法
的
問
題
点
」
（
住
民
と
自
治
一
九
八
三
年
一
〇
月

　
号
）
六
四
頁
以
下
参
照
。

（
7
）
原
野
前
掲
論
文
（
注
（
1
）
）
一
六
頁
以
下
参
照
。

地方「行革」と地方自治

　
⑥
　
定
員
管
理
の
「
適
正
化
」

　
第
二
次
臨
調
型
「
行
革
」
は
、
国
の
一
方
的
に
決
め
た
基
準
に
も
と
づ
く
、
地
方
「
行
革
」
の
柱
と
な
る
定
員
管
理
の
「
適
正
化
」
の
積
極

的
推
進
を
、
自
治
体
に
強
要
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
第
一
次
答
申
は
、
「
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
国
の
法
令
で
定
め
る
定
数
を
越
え
て
配
置

し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
是
正
に
つ
い
て
強
く
指
導
す
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
自
治
省
通
達
は
、
旧
行
革
審
「
意
見
」
を
う
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

つ
ぎ
の
よ
う
な
、
定
員
適
正
化
計
画
の
策
定
・
実
施
を
中
心
と
す
る
一
層
の
定
員
管
理
の
「
適
正
化
」
を
要
請
し
て
い
る
。
さ
ら
に
国
の
第
七

次
定
員
削
減
計
画
（
八
六
年
七
月
一
二
日
閣
議
決
定
）
も
、
国
家
公
務
員
と
地
方
公
務
員
と
の
勤
務
形
態
お
よ
び
業
務
内
容
に
お
け
る
差
異
を

無
視
し
、
し
か
も
実
定
法
上
の
お
よ
び
合
理
的
な
根
拠
を
な
ん
ら
示
す
こ
と
な
く
、
自
治
体
に
対
し
国
に
準
じ
た
措
置
を
要
請
し
て
い
る
。

　
①
一
般
行
政
部
門
職
員
を
中
心
と
す
る
定
員
の
計
画
的
削
減
に
つ
い
て
は
、
⑦
定
員
モ
デ
ル
、
類
似
団
体
別
職
員
数
の
状
況
の
活
用
な
ど
に

よ
る
定
員
適
正
化
計
画
の
策
定
・
実
施
、
④
計
画
実
施
の
具
体
的
方
策
と
し
て
の
定
員
縮
減
の
た
め
の
民
間
委
託
、
O
A
化
な
ど
事
務
改
革
の

推
進
な
ど
が
、
要
請
さ
れ
る
。
②
小
集
団
活
動
、
提
案
制
度
な
ど
を
通
じ
た
職
員
の
創
造
的
能
力
活
用
な
ど
に
よ
る
、
公
務
能
率
の
向
上
と
少

数
精
鋭
主
義
の
徹
底
が
求
め
ら
れ
る
。
③
定
年
制
度
施
行
時
の
大
幅
削
減
に
つ
い
て
は
、
退
職
者
の
後
補
充
の
抑
制
、
お
よ
び
④
定
年
制
度
施

行
後
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
な
定
員
縮
減
の
た
め
の
、
中
・
長
期
的
観
点
か
ら
の
採
用
計
画
の
策
定
が
、
要
請
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
「
定
数
の
総
わ
く
の
決
定
や
定
数
管
理
は
、
給
与
決
定
権
と
並
ん
で
地
方
公
共
団
体
の
自
治
権
の
内
容
と
し
て
の
組
織
高
権
お
よ

び
人
事
高
権
に
属
す
べ
き
事
項
で
あ
る
か
ら
、
国
に
よ
る
強
行
的
・
権
力
的
な
規
律
は
地
方
自
治
の
憲
法
上
の
保
障
に
ふ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
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説論

（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
」
。
ま
た
実
際
上
も
、
ど
の
自
治
体
に
も
適
用
で
き
る
画
一
的
な
定
員
管
理
の
方
法
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
参
考
資
料
に
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

す
ぎ
な
い
画
一
的
な
定
員
モ
デ
ル
な
ど
に
も
と
づ
き
、
事
実
上
の
強
制
と
な
る
指
導
を
行
な
う
こ
と
は
、
不
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
批
判
的
検
討
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
定
員
管
理
の
「
適
正
化
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
全
自
治
体
の
定
員
管
理
の
「
適
正
化
」
の
実
施
状
況
は
、
表
1
の
ω
お
よ
び
ー
の
⑭
の
通
り
で
あ
る
。
自
治
省
行
政
局
行
政
課
『
地

方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改
善
の
実
施
状
況
（
昭
和
六
〇
年
度
～
昭
和
六
三
年
度
）
」
（
八
九
年
七
月
）
に
よ
れ
ば
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ゆ
蝿
9
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。
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地方「行革」と地方自治

表1の（1）都道府県の実施状況

項　　　　　目 実施団体数 削　減数

条例定数の削減 25 9，917

定員の削減 39 12，552

表1の（2）市町村の実施状況

項　　　　　目 実施団体数 削　減　数

条例定数の削減 703 14，091

定員の削減 2，897 31，545

表3　総職員の推移（全団体） （単位：人、％〉

職員数 対前年増減数 対前年増減率

54年 3，118，275 52，601 1．7

55年 3，167，744 49，469 1．6

56年 3，205，718 37，974 1．2

57年 3，224，815 19，097 0．6

58年 3，231，650 6，835 0．2

59年 3，230，740 △910 △0．0

60年 3，222，019 △8，721 △0．3

61年 3，217，016 △5，003 △0．2

62年 3，216，930 △86 △0．0

63年 3，215，470 △1，460 △0．0

表4　一般行政部門職員数の推移（全団体）　（単位：人、％）

職員数 対前年増減数 対前年増減率

54年 1，144，661 14，699 1．3

55年 1，155，856 11，195 1．0

56年 1，163，434 7，578 0．7

57年 1，162，914 △520 △0．0

58年 1，158，901 △4，013 △0．3

59年 1，153，560 △5，341 △0．5

60年 1，142，051 △11，509 △1．0

61年 1，136，149 △5，902 △0．5

62年 1，132，214 △3，935 △0．3

63年 1，131，527 △687 △0．1
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二
五
自
治
体
が
条
例
定
数
の
削
減
を
行
な
い
、
三
九
自
治
体
が
定
員
の
削
減
を
行
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
四
年
間
で
、
一
二
、
五
五
二
名
の
定

員
が
削
減
さ
れ
た
。
市
町
村
で
は
、
七
〇
三
自
治
体
が
条
例
定
数
の
削
減
を
行
な
い
、
二
、
八
九
七
自
治
体
が
定
員
の
削
減
を
行
な
っ
た
。
そ

の
結
果
四
年
間
で
、
三
一
、
五
四
五
名
の
定
員
が
削
減
さ
れ
た
。

　
鹿
児
島
県
内
の
市
町
村
に
お
け
る
定
員
管
理
の
「
適
正
化
」
の
実
施
状
況
は
、
表
2
の
通
り
で
あ
る
。
八
五
年
度
か
ら
八
八
年
度
ま
で
に
、
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地方「行革」と地方自治

九
六
団
体
の
う
ち
九
〇
団
体
に
お
い
て
、
定
数
削
減
が
行
な
わ
れ
、
八
五
年
度
か
ら
八
七
年
度
ま
で
に
、
二
九
八
人
の
定
員
削
減
が
行
な
わ
れ

て
い
る
。

　
こ
の
定
員
削
減
の
意
味
を
、
自
治
省
公
務
員
第
二
課
『
昭
和
六
三
年
地
方
公
共
団
体
定
員
管
理
調
査
結
果
の
概
要
に
つ
い
て
（
速
報
）
』
の

分
析
を
通
じ
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
一
般
行
政
部
門
、
特
別
行
政
部
門
（
教
育
、
警
察
お
よ
び
消
防
）
お
よ
び
公
営
企
業
等
会
計
部

門
の
職
員
数
を
す
べ
て
合
計
し
た
自
治
体
の
総
職
員
数
は
、
八
四
年
以
来
五
年
連
続
の
減
少
と
な
り
、
五
年
間
で
一
六
、
一
八
○
人
の
減
少
で

あ
る
（
表
3
参
照
）
。
「
こ
れ
は
、
定
員
管
理
の
適
正
化
が
進
め
ら
れ
た
一
般
行
政
部
門
で
の
減
少
及
び
特
別
行
政
部
門
の
う
ち
、
児
童
数
の
激

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

減
の
影
響
を
受
け
た
教
育
部
門
で
の
大
幅
な
マ
イ
ナ
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
。
自
治
省
は
「
地
方
公
共
団
体
が
定
員
管
理
の
適
正
化
に
積
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

的
に
取
り
組
み
、
事
務
事
業
の
見
直
し
等
の
適
正
化
施
策
の
実
施
に
努
め
て
き
た
結
果
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
地
方
公
共

団
体
が
定
員
管
理
の
「
適
正
化
」
を
進
め
る
こ
と
の
で
き
る
一
般
行
政
部
門
の
職
員
数
は
、
八
二
年
以
降
七
年
連
続
の
減
少
と
な
り
、
七
年
間

で
三
一
、
九
〇
七
人
の
減
少
で
あ
る
（
表
4
参
照
）
。
こ
れ
は
、
「
地
方
公
共
団
体
が
、
事
務
事
業
の
見
直
し
や
組
織
機
構
の
簡
素
合
理
化
、
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

A
化
等
に
よ
り
事
務
効
率
の
向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
定
員
の
適
正
化
に
取
り
組
ん
で
き
た
た
め
」
と
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
「
地
方
公
務
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

数
の
減
少
傾
向
が
定
着
し
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。

　
一
般
行
政
部
門
を
部
門
別
に
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
職
員
数
が
減
少
し
て
い
る
部
門
の
特
徴
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
福
祉
関
係
部

門
で
あ
る
民
生
部
門
の
保
育
所
お
よ
び
衛
生
部
門
の
清
掃
は
、
地
方
行
革
大
綱
以
降
の
八
五
年
四
月
一
日
か
ら
八
八
年
四
月
一
日
ま
で
の
四
年

間
連
続
し
て
減
少
し
、
そ
の
結
果
そ
れ
ぞ
れ
四
、
五
二
五
人
お
よ
び
三
、
二
一
六
人
の
削
減
で
あ
る
。
保
育
所
の
職
員
数
の
削
減
は
、
措
置
児

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

童
数
の
減
少
に
伴
う
保
育
所
の
廃
止
．
縮
小
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
清
掃
は
、
ご
み
や
し
尿
収
集
．
処
理
業
務
の
民
問
委
託
、
収
集
体
制
の
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

直
し
、
欠
員
補
充
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
一
般
管
理
部
門
の
農
業
も
ま
た
三
年
連
続
し
て
減
少
し
て
お
り
、
二
、
〇
七
三
人
の
減
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

こ
れ
は
農
業
改
良
普
及
員
の
削
減
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
特
別
行
政
部
門
の
う
ち
教
育
部
門
だ
け
が
五
年
連
続
し
て
減
少
し
、
こ
こ
三

年
間
だ
け
で
も
、
九
、
二
五
八
人
の
減
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
児
童
数
の
減
少
に
よ
る
教
職
員
の
削
減
お
よ
び
給
食
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
給
食
調
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（
9
）

理
員
の
不
補
充
や
非
常
勤
化
（
パ
ー
ト
タ
イ
マ
！
の
活
用
）
、
給
食
調
理
業
務
の
民
間
委
託
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
一
般
行
政
部
門
全
体
の
職
員
数
の
減
少
の
中
に
あ
っ
て
、
商
工
部
門
の
そ
れ
の
み
が
三
年
連
続
し
て
増
加
し
、
一
、
三
七
一
人
の
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

加
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
観
光
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
事
業
の
事
務
増
な
ど
に
よ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
八
八
年
の
み
で
あ
る
が
総
務
、
企
画
部

門
お
よ
び
土
木
部
門
も
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
増
加
し
て
い
る
三
部
門
は
、
近
年
の
民
間
活
力
に
よ
る
不
動
産
資
本
の
高
度
成
長
に
伴
う
も

の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
特
別
行
政
部
門
の
警
察
も
三
年
連
続
増
加
し
、
四
、
一
七
三
人
の
増
で
あ
る
。
こ
の
職
員
数
の
減
少
し
て
い
る
行
政
部

門
と
総
職
員
数
が
減
少
す
る
中
で
増
加
し
て
い
る
行
政
部
門
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
中
に
、
前
述
の
第
二
次
臨
調
の
特
殊
な
行
政
責
任
論
肘
反
憲

法
的
価
値
序
列
が
、
明
確
に
表
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
表
5
参
照
）
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
二
次
臨
調
型
「
行
革
」
の
公
務
員
政
策
は
、
現
実
の
行
政
に
対
す
る
国
民
の
不
満
を
公
務
員
に
対

す
る
批
判
へ
と
誘
導
し
、
つ
ぎ
の
ご
と
き
「
行
革
」
の
本
質
を
隠
蔽
し
て
い
る
。
公
務
員
の
定
員
削
減
の
基
本
的
性
格
は
、
一
方
に
お
け
る
国

民
生
活
関
連
部
門
行
政
の
減
量
で
あ
り
、
他
方
に
お
け
る
公
務
員
の
勤
労
条
件
の
劣
悪
化
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
国
民
に
と
っ
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

公
務
員
労
働
者
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
利
益
の
侵
害
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
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注（
1
）
第
三
次
地
方
公
共
団
体
定
員
管
理
研
究
会
『
報
告
書
』
〔
一
九
八
七
年
三
月
〕
参
照
。

（
2
）
成
田
頼
明
「
行
政
改
革
と
地
方
自
治
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
五
〇
号
）
五
五
頁
。

（
3
）
渡
名
喜
庸
安
「
行
政
改
革
と
地
方
公
務
員
」
（
片
岡
易
・
室
井
力
編
『
行
政
改
革
と
公
務
員
の
権
利
』
〔
法
律
文
化
社
、
一
九
八
五
年
〕

　
頁
参
照
。

（
4
）
室
井
・
原
野
麹
編
『
現
代
地
方
自
治
法
入
門
』
〔
法
律
文
化
社
、
一
九
八
八
年
〕
三
二
三
頁
（
間
田
穆
執
筆
）
参
照
。

（
5
）
高
橋
和
夫
「
昭
和
六
三
年
地
方
公
共
団
体
定
員
管
理
調
査
の
結
果
の
概
要
に
つ
い
て
」
（
地
方
自
治
五
〇
二
号
）
七
七
頁
。

（
6
）
同
前
七
〇
頁
～
七
一
頁
。

（
7
）
同
前
七
三
頁
。

所
収
）
二
〇
二
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）　）　）　）

橘
伸
二
「
昭
和
六
三
年
地
方
公
共
団
体
定
員
管
理
調
査
結
果
の
概
要
（
速
報
）
に
つ
い
て
」
（
地
方
自
治
四
九
六
号
）

高
橋
前
掲
論
文
（
注
（
5
）
）
七
四
頁
～
七
五
頁
参
照
。

同
前
七
三
頁
～
七
四
頁
参
照
。

室
井
「
公
務
員
制
度
改
革
の
視
点
」
（
片
岡
・
室
井
編
前
掲
書
（
注
（
3
）
）
二
五
八
頁
以
下
参
照
。

六
三
頁
。

地方「行革」と地方自治

　
ゆ
　
行
政
的
役
務
口
業
務
の
民
問
委
託

　
行
政
的
役
務
“
業
務
の
民
間
委
託
と
は
、
一
般
に
「
国
も
し
く
は
自
治
体
ま
た
は
そ
の
機
関
が
、
現
行
法
上
、
み
ず
か
ら
の
事
務
・
権
限
に

属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
り
、
法
的
に
は
と
も
か
く
、
現
に
国
や
自
治
体
が
み
ず
か
ら
処
理
し
て
い
る
事
務
・
事
業
を
、
民
問
企
業
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
一
般
私
人
に
委
託
し
て
行
な
わ
せ
る
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
民
間
委
託
に
つ
き
、
地
方
行
革
大
綱
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
旧
行

革
審
「
意
見
」
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
民
間
の
技
術
水
準
や
経
営
能
力
と
い
う
民
間
の
活
力
を
事
業
運
営
に
積
極
的
に
活
用
し

て
い
く
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
単
に
付
帯
的
役
務
だ
け
で
な
く
、
「
事
務
事
業
の
管
理
運
営
そ
の
も
の
の
民
問
委
託
、
民
営
移
管
、
業
務
の

実
態
に
応
じ
た
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
活
用
等
を
推
進
す
べ
き
」
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
自
治
省
通
達
に
お
い
て
も
、
「
地
方
公
共
団
体
の
事
務

事
業
の
う
ち
民
間
委
託
等
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
な
も
の
に
つ
い
て
は
」
、
「
積
極
的
に
民
間
委
託
等
を
推
進
す
る
こ
と
」
が
要
請
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
民
間
委
託
の
二
つ
の
機
能
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
つ
は
、
行
財
政
経
費
の
削
減
と
い
う

意
味
で
の
効
率
化
の
手
段
と
し
て
の
民
間
委
託
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
民
間
主
導
型
社
会
へ
の
移
行
と
い
う
国
民
経
済
レ
ベ
ル
で
の
社
会
的

効
率
化
の
一
つ
の
方
策
と
し
て
の
民
問
委
託
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
事
務
事
業
の
運
営
の
合
理
化
、
効
率
化
だ
け
で
な
く
、
民
間
活
力
を
善

と
み
な
し
、
行
政
の
直
営
を
悪
と
す
る
単
純
な
官
業
性
悪
“
民
業
性
善
説
の
立
場
か
ら
、
民
間
活
力
の
積
極
的
活
用
と
し
て
の
民
間
委
託
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
V

要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
民
間
委
託
は
、
業
務
ま
た
は
行
政
の
公
共
性
と
は
独
立
し
て
、
経
済
的
効
率
性
の
観
点
の
み
か
ら
行
政
の
減
量
化
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

な
う
第
二
次
臨
調
型
地
方
「
行
革
」
の
問
題
性
を
、
も
っ
と
も
明
確
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
な
安
易
な
民
問
委
託
の
自
治
省
に
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説論

よ
る
一
方
的
・
一
律
的
押
し
つ
け
が
、
地
域
住
民
に
対
す
る
行
政
責
任
を
果
た
す
た
め
に
地
方
自
治
を
保
障
さ
れ
た
自
治
体
の
存
在
理
由
の
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

定
を
招
き
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
す
で
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
民
間

委
託
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
な
事
務
事
業
と
し
て
、
住
民
の
日
常
生
活
関
連
行
政
分
野
が
お
も
な
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
民
間
委
託
さ

れ
る
べ
き
事
務
の
判
断
基
準
が
、
自
治
省
に
よ
る
一
方
的
な
押
し
付
け
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
営
利
企
業
へ
の
委
託
の
場
合
、
住
民
サ
ー
ビ

ス
の
公
正
性
、
平
等
性
の
脆
弱
化
、
そ
の
継
続
的
安
定
的
供
給
に
対
す
る
不
安
や
そ
の
質
の
低
下
、
議
会
に
る
監
督
、
情
報
公
開
な
ど
の
民
主

的
統
制
の
導
入
の
困
難
さ
、
住
民
の
負
担
増
、
当
該
委
託
業
務
に
従
事
す
る
民
問
労
働
者
の
公
務
員
よ
り
劣
悪
な
労
働
条
件
の
強
制
な
ど
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

題
が
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
民
聞
委
託
に
お
け
る
技
術
的
な
お
よ
び
長
期
に
わ
た
る
行
政
の
責
任
体
制
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
批
判
的
検
討
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
的
役
務
“
業
務
の
民
間
委
託
は
、
「
現
在
日
本
の
自
治
体
は
、
着
々
と
『
行
政
民
問
複

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

合
体
』
に
変
容
し
つ
つ
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
か
つ
て
な
い
規
模
と
内
容
で
今
日
急
速
に
強
ま
っ
て
い
る
（
表
1
参
照
）
。
八
五
年
度
以

降
の
地
方
行
革
大
綱
の
全
国
に
お
け
る
実
施
状
況
は
、
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
表
2
、
市
町
村
に
つ
い
て
は
表
3
の
通
り
で
あ
る
。
都
道
府
県

で
は
、
二
〇
の
自
治
体
に
よ
っ
て
、
税
の
計
算
事
務
、
病
院
給
食
、
本
庁
舎
夜
間
警
備
な
ど
の
四
一
件
の
新
た
な
委
託
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

市
町
村
に
お
い
て
は
、
本
庁
舎
の
清
掃
、
水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
、
国
民
年
金
の
計
算
事
務
、
本
庁
舎
夜
間
警
備
、
一
般
ご
み
収
集
な
ど
の
三
、

七
七
〇
件
の
新
た
な
委
託
が
、
一
、
六
二
一
自
治
体
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
鹿
児
島
県
内
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
自
治
体
で
も
、
行
革

大
綱
に
民
間
委
託
が
定
め
ら
れ
（
一
五
二
頁
表
1
参
照
。
）
、
実
施
さ
れ
て
い
る
（
表
4
参
照
）
。
鹿
児
島
県
内
の
市
町
村
に
お
い
て
も
、
全
国

の
実
施
状
況
と
ほ
ぼ
同
様
に
、
本
庁
舎
の
清
浄
、
一
般
ご
み
収
集
、
水
道
メ
ー
タ
検
針
な
ど
の
新
た
な
委
託
が
、
四
一
自
治
体
に
よ
っ
て
実
施

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
施
状
況
に
つ
き
、
自
治
省
は
、
「
地
方
公
共
団
体
が
民
間
へ
の
委
託
を
自
主
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
務
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

業
に
つ
い
て
は
民
間
委
託
が
か
な
り
進
ん
で
い
る
」
と
積
極
的
に
評
価
し
、
今
後
一
層
民
間
委
託
を
推
進
す
る
た
め
に
、
「
委
託
を
行
う
に
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

た
っ
て
制
約
の
あ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
国
に
お
い
て
積
極
的
な
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
行
政
的
役
務
“
業
務
の
民
間
委
託
の
現
状
を
前
に
、
つ
ぎ
の
課
題
の
解
明
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
行
政
の
責
任
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地方「行革」と地方自治
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論　説

表2　都道府県の実施状況 表3　市町村の実施状況

項　　　　目 件　　数 項　　　　目 件　　数

内
部
管
理
事
務

本庁舎の清掃 2 内
部
管
理
事
務

本庁舎の清掃 449

本庁舎夜間警備 8 本庁舎夜間警備 347

電　話　交　換 1 電　話　交　換 183

計
算
事
務

税 14

計
算
事
務

税 316

国　民　年　金 2 給　　　　　与 241

給　　　　　与 国　民　年　金 382

児　童　手　当 1 児　童　手　当 206

その
他 病　院　給　食 13 水道使用料 195

合　　計 41 下水道使用料 94

実施団体実数20団体 清掃

事務

し　尿　収　集 137

一般ごみ収集 319

そ
の
他
の
事
務

上水道使用料徴収 177

下水道使用料徴収 80

学校給食調理
　　　運　搬

67

174

水道メータ検針 403

合計 3，770

実施団体実数　1，621団体

領
域
と
は
何
な
の
か
、
あ
る
事
務
事
業
が
行
政

自
身
の
手
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
と
は
ど
う
い

う
意
味
な
の
か
等
の
基
本
的
問
題
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
行
政
的
役
務
”
業
務
の
、
住
民
の
現
代
社

会
に
お
け
る
適
正
な
生
存
と
そ
の
た
め
の
権
利

自
由
の
保
障
と
の
か
か
わ
り
で
、
個
々
の
事
務

事
業
に
即
し
て
、
個
別
具
体
的
に
問
い
直
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
以
下
、
学
校
給
食
業
務
の
民
問
委
託

を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
個
別
具
体
的
に

　
　
　
（
9
）

検
討
す
る
。
学
校
給
食
業
務
を
と
り
あ
げ
る
第

一
の
理
由
は
、
旧
行
革
審
「
意
見
」
（
八
四
年

七
月
）
の
「
個
別
事
務
事
業
の
民
間
委
託
等
の

推
進
」
に
お
い
て
、
具
体
的
に
提
言
さ
れ
た
四

業
務
の
一
つ
と
し
て
、
学
校
給
食
業
務
が
、
国

か
ら
自
治
体
に
一
方
的
に
押
し
付
け
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
は
、
こ
れ
ま
で

学
校
給
食
業
務
の
民
間
委
託
化
に
つ
い
て
慎
重

な
姿
勢
を
示
し
て
き
た
文
部
省
が
、
「
学
校
給
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説論

食
業
務
の
運
営
の
合
理
化
に
つ
い
て
」
（
昭
和
六
〇
・
丁
二
一
文
体
給
五
七
）
と
い
う
民
間
委
託
推
進
の
新
し
い
通
達
を
出
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
学
校
給
食
の
民
間
委
託
化
に
大
き
な
は
ず
み
が
つ
け
ら
れ
、
民
間
委
託
を
め
ぐ
っ
て
全
国
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
が
展
開
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
文
部
省
の
新
通
達
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
経
過
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
学
校
給
食
法
四
条
は
、
学
校
給
食
を
自
治
体
の
直
営
で
行
な
う

こ
と
を
明
文
で
も
っ
て
は
定
め
て
い
な
い
が
、
市
町
村
に
学
校
給
食
実
施
の
努
力
義
務
を
課
し
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
学
校
給
食
の
所

管
行
政
庁
た
る
文
部
省
は
、
「
学
校
給
食
に
従
事
す
る
職
員
の
定
数
確
保
お
よ
び
身
分
安
定
に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
五
・
一
二
・
一
四
文
体
給
二

七
七
）
お
よ
び
「
学
校
給
食
の
食
事
内
容
に
つ
い
て
」
（
昭
和
四
六
・
四
・
八
文
体
給
二
一
五
）
に
お
い
て
、
調
理
過
程
を
含
め
た
学
校
給
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

運
営
全
般
が
自
治
体
の
直
営
で
な
さ
れ
る
べ
き
、
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
学
校
給
食
業
務
の
運
営
の
合
理
化
の
必
要
性
に
関
す
る
臨
調
第
一

お
よ
び
五
次
答
申
、
旧
行
革
審
「
意
見
」
お
よ
び
総
務
庁
の
勧
告
に
よ
っ
て
、
学
校
給
食
の
自
治
体
直
営
原
則
は
、
教
育
に
か
け
る
国
の
経
費

を
削
減
す
る
た
め
に
、
経
済
的
効
率
性
の
観
点
の
み
か
ら
す
る
集
中
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
旧
行
革
審
「
意
見
」
は
、
「
調
理

を
含
め
た
民
間
委
託
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
、
直
営
方
式
に
よ
る
場
合
も
、
共
同
調
理
方
式
と
し
、
又
は
調
理
員
を
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
す
る

方
向
で
推
進
す
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
学
校
給
食
に
係
る
過
去
の
文
部
省
通
達
の
見
直
し
を
行
い
、
上
記
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
新
し
い
指
導

通
達
を
制
定
す
る
」
と
提
言
す
る
。
総
務
庁
長
官
は
、
「
文
部
省
は
、
学
校
給
食
の
運
営
の
効
率
化
及
び
人
件
費
等
コ
ス
ト
の
縮
減
を
図
る
観

点
か
ら
、
『
学
校
給
食
の
食
事
内
容
に
つ
い
て
』
の
通
知
の
見
直
し
及
び
『
学
校
給
食
に
従
事
す
る
職
員
の
定
数
確
保
及
び
身
分
安
定
に
つ
い

て
』
の
通
知
の
う
ち
調
理
員
の
定
数
確
保
と
そ
の
配
置
基
準
を
定
め
た
部
分
を
廃
止
し
て
、
学
校
給
食
の
民
問
委
託
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
職
員
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

活
用
、
共
同
調
理
場
方
式
へ
の
転
換
等
を
推
進
す
る
方
策
を
論
ず
る
必
要
が
あ
る
」
と
勧
告
し
て
い
た
。
そ
の
後
も
、
旧
行
革
審
答
申
（
八
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

年
六
月
一
〇
日
）
お
よ
び
新
行
革
審
答
申
（
八
七
年
七
月
一
四
日
）
に
よ
っ
て
、
執
拗
に
学
校
給
食
の
民
間
委
託
が
答
申
さ
れ
続
け
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
強
力
に
そ
の
実
施
が
求
め
ら
れ
て
き
た
学
校
給
食
の
民
間
委
託
の
状
況
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
調
理
業
務
を
必
要
と
す
る

完
全
給
食
お
よ
び
補
食
給
食
を
実
施
し
て
い
る
公
立
の
小
・
中
学
校
に
お
け
る
給
食
業
務
の
民
間
委
託
の
状
況
に
つ
き
、
全
国
の
そ
れ
は
表
5
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説論

の
、
鹿
児
島
県
の
そ
れ
は
表
6
の
通
り
で
あ
る
。
全
国
の
小
中
学
校
に
お
い
て
は
、
約
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
共
同
調
理
場
の
運
搬
業
務
の
委
託

を
最
高
に
、
共
同
調
理
場
の
ボ
イ
ラ
ー
管
理
お
よ
び
そ
の
他
の
業
務
の
委
託
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
る
。
単
独
校
調
理
場
で
は
、
小
学
校
給
食
の

物
資
購
入
・
管
理
の
委
託
が
突
出
し
て
い
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
他
方
鹿
児
島
県
に
お
い
て
も
、
共
同
調
理
場
の
運
搬
業
務
を
中
心
に
委
託
さ
れ
、

若
干
の
共
同
調
理
場
の
運
搬
業
務
以
外
の
業
務
が
、
広
く
委
託
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
単
独
校
調
理
場
で
は
、
後
述
の
八
七
年
四
月
新
設

開
校
の
一
中
学
校
を
別
に
し
て
、
給
食
業
務
の
委
託
は
基
本
的
に
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

　
他
方
「
行
革
」
に
お
い
て
は
、
調
墨
を
含
み
た
民
間
委
託
お
よ
び
調
理
員
の
パ
ー
ト
タ
イ
マ
i
化
の
推
進
が
、
と
く
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
、
調
理
業
務
の
民
間
委
託
に
つ
い
て
、
以
下
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
全
国
の
調
理
業
務
の
民
間
委
託
状
況
お
よ
び
学
校
給
食
調
理

員
配
置
状
況
の
推
移
を
、
最
近
六
年
間
で
み
て
み
る
と
、
表
7
お
よ
び
表
8
の
通
り
で
あ
る
。
調
理
業
務
の
民
間
委
託
の
学
校
数
に
お
け
る
委

託
比
率
は
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
が
、
文
部
省
の
新
通
達
が
八
五
年
に
制
定
さ
れ
た
の
を
契
機
に
、
上
昇
の
傾
向
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
こ

と
は
、
学
校
給
食
調
理
員
の
非
常
勤
の
比
率
の
変
化
を
み
る
と
、
よ
り
は
っ
き
り
と
表
わ
れ
て
い
る
。
非
常
勤
比
率
は
八
五
年
に
は
三
パ
ー
セ

ン
ト
も
急
に
上
昇
し
、
そ
の
後
も
上
昇
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
、
な
ぜ
文
部
省
の
新
通
達
は
作
り
出
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
新
通
達

を
支
え
る
文
部
省
の
学
校
給
食
観
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
文
部
省
の
新
通
達
の
民
間
委
託
論
は
、
第
二
次
臨
調
お
よ
び
旧
行
革
審
の
答
申
に
み
る
民
間
委
託
論
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
後
者
の
そ
れ
は
、

公
的
教
育
に
対
す
る
行
政
責
任
を
回
避
す
る
た
め
に
、
給
食
と
い
う
業
務
の
公
共
性
す
ら
否
定
し
か
ね
な
い
食
の
私
事
性
論
や
家
庭
責
任
論
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

見
地
か
ら
、
民
問
委
託
の
一
律
的
実
施
を
求
め
る
。
他
方
前
者
の
そ
れ
は
、
給
食
と
い
う
業
務
の
公
共
性
を
認
め
、
そ
れ
を
行
な
う
行
政
の
公

共
性
を
部
分
的
に
認
め
る
、
「
学
校
教
育
活
動
の
一
環
」
と
し
て
の
学
校
給
食
と
い
う
立
場
か
ら
、
民
問
委
託
を
求
め
る
。
文
部
省
の
学
校
給

食
H
「
教
育
の
一
環
」
論
と
は
、
食
材
を
選
び
、
調
理
し
、
食
べ
終
わ
る
ま
で
の
全
体
を
教
育
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
学
校
給
食
の
過
程
を
、

食
材
を
選
び
、
食
事
を
つ
く
る
こ
と
と
、
つ
く
ら
れ
た
食
事
を
ど
う
子
供
に
食
べ
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
分
け
、
形
式
的
技
術
的
側
面
で
あ

る
後
者
に
の
み
、
教
育
的
意
義
”
行
政
的
役
務
自
体
の
実
体
的
・
価
値
的
公
共
性
を
認
め
る
考
え
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
学
校
給
食
は
、
学
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地方「行革」と地方自治

（
。
ゆ
蝿
U
り
蕪
鋸
綱
驕
卸
鑓
採
）

（
。
っ
。
）
5
。
。
酉

（
ご
等

蕊
o
う
．
。
D
o
q

守

Ψ

（
。
う
O
〉
寸
O
N

（
一
）
N

oっ
O
o
う

oう

市

　
総
課

e
翠
e
申

（
。
う
O
）
8
0
．
畑

（
一
）
＝

誌
o
o
．
o
う

QD

一

（
。
う
9

（
一
）

N
田

N

岡
畑

N
R
、
蕊

切
o
う

O
尊
．
蕊

oっ
oう

oり

一
コ

一

一
蕊

一

廻
蝿

菖
O
ド
N

写

O
ト
O
φ
N

專

ぜ

罠

－
［

お
O

一

需

　
園
細

－
駆
ヤ
簑

爵

一

寅

一

魑
畑

oう

8
、
卜
N

守

O
ト
O
。
O
N

O
寸

寸

寸
8

酬

蝦
咲

oっ

O
N
．
①
N

ひっ

の

ゆ
り
ト
、
卜
N

oo
寸

の

＝
【

H

8
の

の

お
①

一

舵

艶
超
臨
釧

爲
一

N

認
円

N

瞳
畑

一
。
o
O
．
①
N

一
の

ゆ
O
卜
．
卜
㎝

oo
寸

の

＝
一

H

H
蕊

飼

お
O

H

製
隊

一
肉
．
o
う
N

Qo
㎝

O
ゆ
N
．
o
う
㎝

鎚

N

H
N

一

縮

　
圏
細

K
盤
無
弊

肉

一

一
N

一

阻
畑

O
頃
N
、
o
う
N

蹟

0
8
．
o
う
N

鎚

N

唄
曝

oう

等
．
蕊

ト
o
D

鈷
O
．
o
う
o
っ

お

寸
一

一
N

一

8
卜

N

縮

蘂
　
　
姻

8
0
、
o
う

9

①
鵠
．
N

〇
一

寸

属

一

3
卜

N

国
畑

。o

O
寸
。
お

Qo

O

。o

O
寸
．
一
〇
う

oo
O

〇
一

廻
聴

oう

O
N
．
O
N

oう

の

の
O
ト
ド
N

Qo
寸

の

一
寓

一

oう

8

の

お
①

一

電

櫓
報
騨
駆

肉
一

N

1

1

ー

爲
一

㎝

魑
畑

鵠
O
、
①
N

お

の
Q
卜
．
卜
o
q

αo

寸

の

＝
一

一

飼
蕊

酬

寸
8

一

蝦
曝

紗
麟
畑
虫

蕪
渾
齢

渤
嶽
翻
虫

蕪
驚
軒

　
　
麟

馨
圏
羅

蝋
超
畑

麟
軽
酬

　
　
紗

麟
細
虫

蕪
軽
癖

　
麟

埋
姻

　
蕪

驚
朴

　
蝋

細
虫

　
麟

遜
琳

　
　
憩
蝋
縄
縮

颪
泌　

鰹
　
　
聯

右

容
融
隔
匠
報

軽
憧
羅
腔
製
睡
怒

軽
瀞
罷
佃
藩
叢
典

驚
卦
任

超
齢
！
マ

（
。
福
如
如
虫
組
鄭
闇
畑
e
y
♂
u
誌
縣
圏
需
）
喪
騨
寵
軽
題
珊

蝦
択
園
麗

担
躰
国
一
町
頃
母
Q
O
Q
D
2

（
鯛
“
辰
翼
撮
縣
痙
叱
襲
鳶
U
盈
纏
鰹
珊
e
9
味
鵬
虫
腿
漁

一181一



説論

。
ゆ
悟
舵
鰹
）
D
幻
（
ロ
）
鞄
母
寸
。
0
9

　
　
　
　
（
旙
母
U
扇
ρ
鞄
騨
逼
鋸
禦
軽
齢
）

．
駒
e
農
o
灸
樋
緬
胞
伸
K
梱
菓
無
e
塒
ゆ
。
o
①
一

（
想
）

O
爲
．
需
一

（
。
う
。
一
）
。
っ
守

Qo
お
．
8

N
り
N

一
σ
う

O
O
の
．
o
o
N

鐸

。o
①
。
o
、
o
o
。
っ

①
9

（
口
）
⊥
ヤ
）
（
ぐ
）
騒
・
牌

oっ

お
6
紹

（
寸
，
。
う
）
蕊
O
．
H

O
o
q
寸
、
H
o
o
寸

8
α
o

O
O
一

O
尊
、
臼

專

一
謹
㎡
の

N
自

ロ
一
明
ゆ
婚
。
う
。
o
①
一

N
昏
．
。
う
O
ゆ

（
ゆ
．
。
う
）
。
o
①
O
、
一

卜
O
寸
．
8
寸

8
の

①
自

謹
り
．
扁

り
寸

一
①
o
っ
、
N
り

O
o
q
一

（
口
苗
H
興
ゆ
母
誌
①
H

の
Q
o
一
．
o
D
o
o
O

（
寸
．
寸
〉
。
う
O
。
う
、
一

8
卜
、
ぢ
め

oっ

。う

H
．
一

oo
の
一

ト
に
．
o
o
寸

O
卜

oq
O
卜
．
巨

O
O
一

田
一
尺
の
母
り
。
0
2

ゆ
Q
o
寸
、
一
①
り

（
り
．
寸
）
寸
写
．
一

①
N
頃
．
Q
o
譜

。う

芝
．
H

oう

コ

O
誘
、
O
ゆ

寸
o
o

O
守
6
。
o

ト
脅

宙
一
四
ゆ
母
ト
。
0
2

Qo
に
．
卜
8

（
。
o
．
寸
）
＝
ゆ
．
一

B
N
．
O
o
う
の

oo
。o

H
、
一

O
の
一

苺
一
．
8

oo
Qo

①
o
o
N
、
一
〇
一

ゆ
○
う
N

（
ヤ
）
田
一
四
ゆ
母
o
o
。
0
2

麟
翠
畑
畑
虫

（
辮
云
寵
蜷
）

麟
　
怒
　
齢

蕪
埋
畑
制
虫

蕪
軽
齢

麟
繋
醐
麗

蕪
翼
則

麟
運
恐

癒
細
喫

麟
軽
紳

　
　
　
　
　
　
饗
盤

寅
騨
藤
齢

龍

恋
騨
纒
匠
轍

運
躰
　
昼

軽
紳
ぐ

嚢
醐
駆
樫
憩
珊

帽
較
騨
寵

一182一

（
帽
名
）
唄
弊
罷
綿
踵
眠
e
総
蘇
騨
鷹
　
卜
榔



地方「行革」と地方自治

O
霧
．
o
っ
ぐ

（
O
．
㎝
）

り
総
．
一

專
ゆ
㎡
ぐ

ト
O
ぐ

O
菖
ぐ

oう

ゆ

蕊

①
o
o
O
。
一

①
写
づ
ぐ

O
專
．
一

の
O
。
o
、
一
ぐ

〇
一
一

縄
o
っ
ぐ

O
o
う

。o

①
N
、
。
う
ぐ

（
口
）
⊥
ヤ
）

（
ぐ
）
驚
・
響

oo
一
ト
㎡
o
o

（
一
．
9
）

守
O
．
o
o

卜
卜
O
．
卜
卜

專
o
っ

oo
O
Q
o

り
o
う
o
っ

O
o
う
寸
、
一

り
霧
ド

O
甚
．
蕊

O
O
O
、
o
う

卜
O
O
㎡
㎝

お
O

雪
。
っ
、
卜

專
o
う
．
o
っ

O
鐸
．
N
寸

m
一
嘆
の

母
。
う
。
o
①
一

N
O
N
、
O
。
o

（
卜
．
ε

oo
O
一
．
〇
一

薦
一
．
O
卜

の
O
o
う

き
Q
っ

O
寸
o
っ

φっ

專
、
一

8
寸
．
O

詰
。
o
．
。
う
ト

O
留
、
寸

O
お
、
蕊

雲
Q
o

O
㎝
寸
、
卜

写
O
．
寸

寸
緯
．
一
寸

田
一
喫
の

母
寸
。
o
O
一

8
0
㎡
o
o

（
。
o
．
コ
）

Qo
8
．
巽

一
8
．
o
う
ト

の
鐸

O
o
o
O

8
0
う

錺
寸
．
一

專
。
o
．
二

置
o
o
、
O
卜

O
鴇
㎡

ざ
O
、
o
う
N

oo
苫
．
一

O
O
㎝
．
卜

卜
慧
め

一
8
．
O
寸

（
ロ
颪
一
喫
の

　
　
婿
ゆ
。
o
O
一

oう

8
、
寸
。
o

（
O
，
り
一
）

卜
㎝
寸
㎡
一

O
お
．
O
卜

Qo
①
の

O
o
う
O

鵠
寸

8
。
う
、
一

の
①
ゆ
．
鯉

誌
頃
．
o
o
O

O
o
う
①
㎡

お
寸
．
淺

φう

一
一
、
一

一
〇
㎝
．
卜

O
誌
㎡

㏄
N
O
．
。
D
o
う

瓜
一
興
ゆ

母
り
。
o
O
一

O
o
っ
ト
、
認

（
一
．
詣
）

淺
一
．
芝

の
一
〇
、
Q
o
O

霧
o
う

の
総

寅
寸

O
守
．
一

り
O
o
う
．
o
う
一

。o
oう

り
ご
O

霧
の
◎

8
0
D
．
鵠

苫
N
．
一

oう

8
．
卜

①
錯
づ

①
O
O
．
ト
の

山
一
R
ゆ

母
ト
。
o
O
一

O
に
．
一
Q
D

（
寸
．
き
）

oう

鵠
．
コ

O
專
、
お

O
舗

O
諸

oう

等

Qo
卜
寸
．
一

諾
寸
．
o
っ
一

N
尊
．
8

O
寸
Q
o
◎

の
R
．
一
N

お
一
、
一

寸
。
。
Q
o
．
㊤

ト
ト
寸
．
頃

oっ

O
卜
．
O
。
う

（
ヤ
）
皿
一
四
ゆ

　
　
母
o
D
o
o
9

需

繍
荘
樵

繍
腔

繍
粋
蒜

翻
紐

翻
荘
総

繍
紐

繍
鞍
株

繍
粧

翻
荘
株

繍
畑

繍
畑
飛

繍
粧

翻
鞍
儲

翻
軽

屈
、
漣

蟄
暉
弊
酬

詫

超
紳
灘
櫨

羅
盤
禦
誕
怒

軽
磐
総

佃
藩
叢
興

舵
ぐ

輯
騨
駆
匝
報

驚
齢
畳

驚
齢
ぐ

軽
齢
任
．
．
マ

（
帽
噸
）
鐘
藻
e
虞
巽
幽
盧
嘔
園
驕
賦
纏
軽
榊
　
o
o
榔

一183一



説論

校
教
育
の
中
で
、
楽
し
く
行
儀
よ
く
残
さ
ず
に
食
べ
さ
せ
る
、
と
い
う
「
道
徳
」
教
育
を
上
か
ら
注
入
す
る
場
と
し
て
、
す
な
わ
ち
教
育
手
段

と
し
て
し
か
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
担
任
教
師
の
給
食
指
導
の
み
が
教
育
活
動
と
み
な
さ
れ
、
育
て
た
い
人

間
像
の
教
育
的
視
点
か
ら
献
立
を
た
て
、
調
理
を
し
て
い
る
調
理
員
、
栄
養
士
の
給
食
づ
く
り
と
い
う
行
政
的
役
務
は
、
教
育
活
動
で
な
い
と

　
（
1
6
）

さ
れ
、
そ
の
実
体
的
・
価
値
的
公
共
性
は
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
新
通
達
は
、
給
食
づ
く
り
と
い
う
役
務
が
行
政
の
手
に
よ
っ

て
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
行
政
の
手
続
的
・
制
度
的
公
共
性
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
民
間
委
託
を
求
め
る
。
行
政
の
手
続
的
・
制
度
的
公

共
性
を
構
成
す
る
要
素
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
①
役
務
提
供
に
お
け
る
責
任
と
公
正
性
・
平
等
性
、
②
行
政
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
確

保
、
③
当
該
役
務
提
供
と
行
政
全
体
と
の
関
連
を
見
通
し
た
行
政
の
総
合
性
・
整
合
性
の
客
観
的
確
保
、
④
役
務
提
供
に
お
け
る
民
主
主
義
的

方
式
の
導
入
の
な
じ
み
や
す
さ
、
お
よ
び
⑤
当
該
役
務
提
供
に
従
事
す
る
職
員
”
労
働
者
の
勤
務
条
件
興
労
働
条
件
の
適
正
さ
の
確
保
と
い
う

　
　
　
　
（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

要
素
で
あ
る
。
新
通
達
は
、
給
食
と
い
う
業
務
の
公
共
性
か
ら
1
民
問
委
託
を
行
な
う
に
つ
き
、
つ
ぎ
の
四
つ
の
留
意
点
を
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
①
献
立
の
作
成
を
委
託
の
対
象
に
し
な
い
こ
と
、
②
衛
生
、
安
全
の
確
保
に
つ
き
、
設
置
者
の
意
向
を
反
映
で
き
る
管
理
体
制
を

設
け
る
こ
と
、
③
設
置
者
が
必
要
と
認
め
た
場
合
に
お
け
る
運
営
改
善
の
た
め
の
措
置
の
契
約
書
へ
の
明
記
お
よ
び
④
学
校
給
食
の
趣
旨
を
十

分
理
解
し
、
円
滑
な
実
施
に
協
力
す
る
受
託
者
の
選
定
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
学
校
給
食
論
“
給
食
を
行
な
う
行
政
の
公
共
性
論
は
、
憲
法
・
教
育
基
本
法
・
学
校
給
食
法
の
把
え
る
学
校
給
食
と

は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
学
校
給
食
を
子
ど
も
の
権
利
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
る
と
、
学
校
給
食
は
、
子
ど
も
の
学
習
権
と
健
康
権
の
双
方

を
同
時
に
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
る
す
ぐ
れ
て
教
育
的
活
動
で
あ
る
。
そ
れ
故
学
校
給
食
の
教
育
的
意
義
の
大
半
は
、
給
食

づ
く
り
の
部
分
に
あ
り
、
「
給
食
の
つ
く
ら
れ
方
や
食
材
料
を
知
る
こ
と
、
給
食
の
つ
く
り
手
と
そ
の
享
受
者
（
子
ど
も
）
と
の
人
間
的
交
流
、

子
ど
も
・
教
職
員
・
地
域
住
民
・
父
母
な
ど
が
給
食
づ
く
り
に
参
加
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
安
全
で
す
ぐ
れ
た
食
材
料
・
献
立
や
す
ぐ
れ
た
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

事
内
容
そ
れ
自
身
な
ど
が
、
は
か
り
知
れ
な
い
教
育
の
力
を
発
揮
す
る
」
。
「
そ
う
い
う
教
育
的
給
食
づ
く
り
が
あ
っ
て
こ
そ
、
給
食
は
教
職
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

に
よ
る
直
接
的
な
教
育
・
指
導
や
子
ど
も
の
集
団
的
給
食
活
動
を
媒
介
に
そ
の
教
育
的
価
値
を
発
揮
し
実
現
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
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地方「行革」と地方自治

あ
る
。
し
た
が
っ
て
調
理
員
、
栄
養
士
の
給
食
づ
く
り
と
い
う
行
政
的
役
務
の
実
体
的
・
価
値
的
公
共
性
が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
こ
の
実
体
的
・
価
値
的
公
共
性
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
的
公
共
性
で
あ
る
手
続
的
・
制
度
的
公
共
性
が
、
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
行
政
の
手
続
的
・
制
度
的
公
共
性
の
第
三
の
要
素
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
「
学
校
給
食
の
も
つ
教
育
的
価
値
が
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

等
普
通
教
育
の
教
育
計
画
全
体
の
な
か
で
正
し
く
認
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」
こ
と
か
ら
、
行
政
の
手
に
よ
る
提
供
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
第

四
の
要
素
に
つ
い
て
も
、
子
ど
も
・
教
職
員
・
地
域
住
民
・
父
母
な
ど
の
給
食
づ
く
り
へ
の
参
加
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
行
政
の
手
に
よ
る
提

供
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
学
校
給
食
法
は
、
子
ど
も
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
、
学
校
給
食
の
実
施
を
設
置
者
の
責
務
と
し
、
ま
た
そ
の

普
及
と
健
全
な
発
達
を
国
と
自
治
体
の
責
務
と
明
示
し
（
四
条
、
五
条
）
、
給
食
の
施
設
、
設
備
に
要
す
る
経
費
を
設
置
者
の
負
担
と
し
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21
）

の
一
部
に
つ
い
て
国
の
補
助
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
（
六
条
、
七
条
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
ま
た
、
調
理
業
務
の
民
間
委
託
は
、
労
働
法
学
か
ら
、
つ
ぎ
の
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
調
理
業
務
の
民
問
委
託
の
方
式
の
ほ
と
ん
ど

は
、
自
治
体
が
所
有
す
る
調
理
施
設
内
に
、
民
問
業
者
が
調
理
員
な
ど
を
派
遣
し
、
調
理
作
業
を
担
当
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
労
働
者
派
遣
型

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
労
働
者
派
遣
型
の
場
合
、
学
校
給
食
は
、
「
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
四
条
一
項
に
も
と
づ
く
政
令
（
昭
和
六
一
年
政
令
九
五
号
・
二
五
六
号
）
で

定
め
る
適
用
対
象
業
務
で
は
な
い
の
で
、
民
間
委
託
は
請
負
の
形
式
で
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
請
負
契
約
が
実
質
的
に
は

職
業
安
定
法
四
四
条
が
禁
止
す
る
労
働
者
供
給
事
業
、
ま
た
は
労
働
者
派
遣
法
四
条
三
項
の
禁
止
す
る
労
働
者
派
遣
事
業
に
あ
た
る
か
否
か
が

問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
労
働
者
派
遣
型
に
お
い
て
は
、
派
遣
元
と
労
働
者
と
の
間
に
労
働
契
約
関
係
が
あ
れ
ば
、
職
安
法
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

四
条
違
反
を
免
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
労
働
者
派
遣
法
四
条
三
項
違
反
を
免
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、
教
育
的
給
食
づ
く
り
を
可
能
に
さ
せ
る
形
態
は
、
各
校
方
式
（
自
校
方
式
）
と
よ
ば
れ
る
形
態
以
外
に
な
く
、
給
食
材

料
の
調
理
な
ど
も
、
義
務
教
育
の
主
体
た
る
自
治
体
の
直
営
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
鹿
児
島
県
内

の
自
治
体
に
お
い
て
も
、
学
校
給
食
の
民
間
委
託
な
ど
に
反
対
す
る
運
動
が
、
各
地
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
市
内
二
八
小
中
学
校
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説論

全
部
で
単
独
校
直
営
方
式
の
給
食
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
K
市
に
お
い
て
は
、
八
六
年
二
月
末
、
市
教
育
委
員
会
よ
り
、
新
設
開
校
中
学
一

校
と
新
設
小
学
校
一
校
の
計
二
校
の
単
独
校
方
式
に
よ
る
給
食
調
理
業
務
の
民
間
委
託
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
反
対
運
動
の
結
果
、

中
学
校
一
校
の
み
の
八
七
年
四
月
か
ら
の
試
験
的
実
施
が
、
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
八
七
年
一
二
月
、
教
育
委
員
会
よ
り
既
設
二
小

学
校
へ
の
民
間
委
託
拡
大
が
提
案
さ
れ
、
前
記
中
学
校
の
直
営
化
お
よ
び
二
小
学
校
へ
の
民
問
委
託
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ
、
民
問
委
託
拡
大

は
阻
止
さ
れ
て
い
る
。
な
お
一
九
九
〇
年
三
月
定
例
市
議
会
に
、
既
設
一
小
学
校
の
給
食
民
間
委
託
に
か
か
る
委
託
料
の
予
算
案
が
、
平
成
二

年
度
一
般
会
計
予
算
案
と
し
て
上
程
さ
れ
、
審
議
中
で
あ
る
。

注（
1
）
青
木
宗
也
・
中
山
和
久
・
室
井
力
・
竹
下
英
男
編
著
『
自
治
体
に
お
け
る
民
間
委
託
・
派
遣
・
臨
職
の
法
的
検
討
』
〔
総
合
労
働
研
究
所
、
一
九
八
七

　
年
〕
七
〇
頁
（
室
井
執
筆
）
。

（
2
）
二
宮
厚
美
「
第
二
臨
調
『
行
革
』
の
性
格
と
民
間
委
託
」
（
自
治
体
問
題
研
究
所
編
『
地
域
と
自
治
体
第
一
二
集
　
民
間
委
託
の
争
点
』
〔
自
治
体
研
究

　
社
、
一
九
八
一
年
〕
所
収
）
四
七
頁
以
下
参
照
。

（
3
）
原
野
翅
「
『
行
革
審
』
に
お
け
る
『
地
方
行
革
』
論
」
（
月
刊
自
治
研
三
〇
一
号
）
二
二
頁
以
下
参
照
。

（
4
）
佐
藤
英
善
「
民
間
委
託
に
対
す
る
行
政
法
的
制
約
」
（
季
刊
労
働
法
一
二
一
号
）
、
同
「
外
部
委
託
契
約
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
一
四

　
号
）
、
竹
下
・
佐
藤
「
『
民
問
委
託
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
批
判
」
（
青
木
・
室
井
・
竹
下
監
修
『
自
治
体
労
働
者
の
権
利
課
題
』
〔
日
本
評
論
社
、
一
九
八
三
年
〕

　
所
収
）
、
晴
山
一
穂
「
民
問
委
託
を
め
ぐ
る
基
本
的
論
点
」
（
地
方
自
治
通
信
一
五
二
号
）
な
ど
参
照
。

（
5
）
室
井
・
原
野
編
『
現
代
地
方
自
治
法
入
門
』
〔
法
律
文
化
社
、
一
九
八
八
年
〕
三
二
四
頁
以
下
（
間
田
穆
執
筆
）
参
照
。

（
6
）
大
森
彌
『
自
治
体
行
政
学
入
門
』
〔
良
書
普
及
会
、
一
九
八
七
年
〕
一
〇
二
頁
。

（
7
）
田
嶋
久
嗣
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改
革
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
」
（
地
方
自
治
五
〇
〇
号
）
七
八
頁
。

（
8
）
室
井
「
行
政
の
公
共
性
と
効
率
性
」
（
同
『
行
政
の
民
主
的
統
制
と
行
政
法
』
〔
日
本
評
論
社
、
一
九
八
九
年
〕
所
収
）
二
二
八
頁
以
下
参
照
。

（
9
）
室
井
編
『
講
座
地
方
自
治
と
住
民
f
暮
ら
し
の
な
か
の
権
利
を
考
え
る
ー
』
〔
新
日
本
出
版
社
、
一
九
八
八
年
〕
八
八
頁
以
下
参
照
。

（
1
0
）
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
学
校
給
食
研
究
会
編
『
学
校
給
食
が
い
の
ち
を
は
ぐ
く
む
』
〔
自
治
体
研
究
社
、
一
九
八
九
年
〕
参
照
。

（
1
1
）
青
木
ほ
か
編
著
前
掲
書
（
注
（
1
）
）
一
九
二
頁
以
下
（
小
川
正
執
筆
）
参
照
。
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（
1
2
）
総
務
庁
行
政
監
察
局
編
『
学
校
給
食
及
び
学
校
安
全
の
現
状
と
問
題
点
－
総
務
庁
の
行
政
監
察
結
果
か
ら
み
て
ー
』
〔
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
八

　
四
年
〕
七
頁
。

（
1
3
）
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
学
校
給
食
部
編
『
学
校
給
食
要
覧
（
昭
和
六
三
年
版
）
』
〔
第
一
法
規
出
版
、
一
九
八
九
年
〕
一
六
頁
お
よ
び
一
七
頁

　
参
照
。

（
1
4
）
新
村
洋
史
編
著
『
食
と
人
間
形
成
－
教
育
と
し
て
の
学
校
給
食
ー
』
〔
青
木
書
店
、
一
九
八
五
年
〕
二
二
九
頁
参
照
。

（
1
5
）
室
井
編
前
掲
書
（
注
（
8
）
）
九
七
頁
参
照
。

（
1
6
）
吉
田
真
理
子
「
教
育
と
し
て
の
学
校
給
食
と
は
」
（
学
校
給
食
研
究
会
編
　
前
掲
書
（
注
（
1
0
）
）
所
収
）
一
六
頁
以
下
参
照
。

（
1
7
）
室
井
前
掲
論
文
（
注
（
8
）
）
二
三
〇
頁
～
二
三
二
頁
参
照
。

（
1
8
）
新
村
編
著
前
掲
書
（
注
（
1
4
）
）
一
七
頁
。

（
1
9
）
同
前
一
八
頁
。

（
2
0
）
「
学
校
給
食
法
並
び
に
同
法
施
行
令
等
の
施
行
に
つ
い
て
」
（
昭
和
二
九
年
　
文
部
省
事
務
次
官
通
達
）
3
学
校
給
食
の
目
的

（
2
1
）
室
井
編
前
掲
書
（
注
（
9
）
）
九
二
頁
以
下
参
照
。

（
2
2
）
青
木
ほ
か
編
著
前
掲
書
（
注
（
1
）
）
二
〇
六
頁
以
下
（
小
川
正
執
筆
）
参
照
。

（
2
3
）
同
前
一
二
五
頁
（
小
川
正
執
筆
）
。
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む
す
び

　
地
方
「
行
革
」
の
推
進
制
度
の
整
備
状
況
、
地
方
行
革
大
綱
の
策
定
状
況
お
よ
び
地
方
行
革
大
綱
の
う
ち
の
四
項
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の

検
討
を
通
じ
て
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
第
二
次
臨
調
型
地
方
「
行
革
」
は
、
制
度
的
に
は
、
地
方
自
治
の
核
心
で
あ

る
住
民
自
治
と
そ
の
実
現
手
段
で
あ
る
団
体
自
治
に
対
す
る
侵
害
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
、
地
域
住
民
お
よ
び
自
治
体
労
働
者
の
権
利
侵
害
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
方
「
行
革
」
の
本
質
お
よ
び
そ
の
法
律
上
の
根
拠
の
な
さ
に
つ
い
て
は
、
地
方
「
行
革
」
が
実
施
さ

れ
る
以
前
か
ら
、
指
摘
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
治
省
に
よ
る
国
の
施
策
の
一
方
的
で
画
一
的
な
押
し
つ
け
の
も
と
、
地
方
「
行



説論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

革
」
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
「
既
に
多
く
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
努
力
が
払
わ
れ
、
そ
の
成
果
を
挙
げ
て
き
て
い
る
」
と
評
価
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
地
方
「
行
革
」
の
推
進
体
制
の
整
備
状
況
お
よ
び
地
方
行
革
大
綱
の
策
定
状
況
な
ど
の
検
討
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
地

域
住
民
と
国
と
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
自
治
体
の
矛
盾
の
表
わ
れ
と
し
て
、
必
ず
し
も
自
治
省
の
指
導
ど
お
り
に
は
、
地
方
「
行
革
」
は
推
進
さ

れ
て
い
な
い
。
と
り
わ
け
地
方
議
会
の
「
合
理
化
」
、
学
校
給
食
の
民
間
委
託
な
ど
に
お
い
て
、
鹿
児
島
県
内
の
自
治
体
を
例
に
し
て
指
摘
し

た
よ
う
に
、
地
域
住
民
お
よ
び
自
治
体
労
働
者
の
権
利
保
障
に
む
け
、
地
方
「
行
革
」
の
実
施
を
阻
止
す
る
事
例
も
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
今
日
地
方
自
治
の
保
障
を
め
ぐ
っ
て
、
第
二
次
臨
調
型
地
方
「
行
革
」
の
め
ざ
す
、
地
域
住
民
と
自
治
体
を
新
し
い
タ
イ
プ

の
中
央
集
権
的
支
配
体
制
へ
の
組
み
込
み
が
す
す
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
憲
法
を
基
準
と
す
る
市
民
的
・
生
存
権
的
公
共
性
と
し
て
の
民

主
的
で
公
正
か
つ
効
率
的
な
行
政
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
地
方
自
治
の
確
立
に
向
か
う
の
か
の
、
選
択
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で

　
（
3
）

あ
る
。
地
域
住
民
お
よ
び
自
治
体
労
働
者
の
権
利
利
益
の
保
障
の
た
め
の
自
治
体
の
自
主
性
・
創
造
性
の
発
揮
に
向
け
た
地
方
自
治
の
拡
充
・

強
化
が
、
今
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（
1
）
室
井
力
「
臨
調
型
地
方
行
革
の
展
開
と
地
方
自
治
の
課
題
」
（
同
『
行
政
の
民
主
的
統
制
と
行
政
法
』
〔
日
本
評
論
社
、
一
九
八
九
年
〕

　
頁
参
照
。

（
2
）
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
『
国
と
地
方
の
関
係
等
に
関
す
る
答
申
』
〔
一
九
八
九
年
一
二
月
二
〇
日
〕
二
九
頁
。

（
3
）
室
井
・
原
野
翅
編
『
現
代
地
方
自
治
法
入
門
』
〔
法
律
文
化
杜
、
一
九
八
八
年
〕
一
頁
以
下
（
中
島
茂
樹
執
筆
）
参
照
。

所
収
）
一
八
三
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